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(57)【要約】
【課題】　被検眼の画像におけるアーチファクトを低減
する。
【解決手段】　画像処理装置は、被検眼の３次元断層画
像または３次元モーションコントラスト画像に基づく少
なくとも１つの正面画像を２次元の変換処理を実行して
得た第１の概略値分布と、少なくとも１つの正面画像を
１次元の変換処理を実行して得た第２の概略値分布との
演算により、補正係数の値の分布を取得する取得手段と
、補正係数の値の分布を用いて、３次元断層画像または
３次元モーションコントラスト画像の少なくとも一部を
補正する補正手段と、補正された少なくとも一部の画像
を生成する生成手段と、を備える。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の３次元断層画像または３次元モーションコントラスト画像に基づく少なくとも
１つの正面画像を２次元の変換処理を実行して得た第１の概略値分布と、前記少なくとも
１つの正面画像を１次元の変換処理を実行して得た第２の概略値分布との演算により、補
正係数の値の分布を取得する取得手段と、
　前記補正係数の値の分布を用いて、前記３次元断層画像または前記３次元モーションコ
ントラスト画像の少なくとも一部を補正する補正手段と、
　前記補正された少なくとも一部の画像を生成する生成手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記１次元の変換処理は、前記３次元断層画像または前記３次元モーションコントラス
ト画像を取得する際に使用される測定光の速軸方向における変換処理であることを特徴と
する請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記演算は、前記第１の概略値分布を前記第２の概略値分布で除算または減算する演算
であることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、前記補正された少なくとも一部の前記３次元断層画像または前記３次
元モーションコントラスト画像に基づく少なくとも１つの正面画像を生成し、
　前記正面画像は、前記３次元断層画像から生成された正面断層画像と前記３次元モーシ
ョンコントラスト画像から生成された正面モーションコントラスト画像とのいずれかであ
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、前記被検眼の所定の層境界に基づいて指定される複数の深度範囲の各
々に対して補正係数の値の分布を取得し、
　前記補正手段は、前記複数の深度範囲の各々に対して取得した補正係数の値の分布を用
いて、前記３次元断層画像または前記３次元モーションコントラスト画像の少なくとも一
部を補正することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記取得手段は、前記３次元断層画像または前記３次元モーションコントラスト画像を
取得する際に使用される測定光の速軸方向に沿って存在する血管に関する領域もしくは出
血領域である所定の領域と、それ以外の領域とで異なる算出処理により、前記第２の概略
値分布を取得することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項７】
　前記取得手段は、前記少なくとも１つの正面画像における前記所定の領域の輝度値を、
前記所定の領域に対して遅軸方向の側の近傍領域の輝度値に近づける算出処理を行うこと
により、前記第２の概略値分布を取得することを特徴とする請求項６に記載の画像処理装
置。
【請求項８】
　前記取得手段は、前記第２の概略値分布を取得するために前記少なくとも１つの正面画
像における前記所定の領域の輝度値を、前記所定の領域に対して遅軸方向の側の近傍領域
の輝度値に近づける算出処理を行う場合に、前記少なくとも１つの正面画像が正面断層画
像である場合の方が、前記少なくとも１つの正面画像がモーションコントラスト正面画像
である場合よりも、前記所定の領域の輝度値を、前記所定の領域に対して遅軸方向の側の
近傍領域の輝度値により近づける重みが小さくなるように前記算出処理を行うことを特徴
とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記生成手段は、前記被検眼の深度方向に交差する面内方向の分布情報であって、前記
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３次元断層画像における複数の深度範囲に対応する複数の分布情報を比較することにより
、前記所定の領域に関する分布情報を生成し、
　前記取得手段は、前記生成された分布情報に基づいて、前記所定の領域と、それ以外の
領域とで異なる算出処理により、前記第２の概略値分布を取得することを特徴とする請求
項６乃至８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　被検眼の３次元断層画像を取得する取得手段と、
　前記被検眼の深度方向に交差する面内方向の分布情報であって、前記３次元断層画像に
おける複数の深度範囲に対応する複数の分布情報を比較することにより、前記深度方向に
沿って発生する影の原因となる前記被検眼における所定の領域に関する分布情報を生成す
る生成手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　前記生成手段は、前記複数の分布情報を比較して得た分布情報と、前記複数の分布情報
を比較して得た分布情報を局所代表値で正規化して得た分布情報とを比較することにより
、前記所定の領域に関する分布情報を生成することを特徴とする請求項９または１０に記
載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記生成手段は、前記複数の分布情報を比較して得た分布情報と、前記被検眼の所定の
層の層厚に関する分布情報とを比較することにより、前記所定の領域に関する分布情報を
生成することを特徴とする請求項９または１０に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記複数の分布情報は、前記３次元断層画像における異なる２つ深度範囲それぞれで算
出した輝度値を前記深度方向に平均することで得た２つの平均値であり、
　前記生成手段は、前記２つの平均値を比較することにより、前記所定の領域に関する分
布情報を生成することを特徴とする請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の画像処理装
置。
【請求項１４】
　前記所定の領域に関する分布情報は、前記被検眼の血管に関する領域の分布情報である
ことを特徴とする請求項９乃至１３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記生成された分布情報を表示手段に表示させる表示制御手段を更に備えることを特徴
とする請求項９乃至１４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　被検者の所定部位の医用画像を取得する取得手段と、
　前記取得された医用画像におけるアーチファクトが低減された医用画像を生成する生成
手段と、
　前記取得された医用画像を表示手段に表示される撮影確認画面に表示させ、前記表示手
段に表示される表示画面が前記撮影確認画面からレポート画面に切り換わった後、前記生
成された医用画像を前記レポート画面に表示させる表示制御手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１７】
　被検者の所定部位の医用画像を取得する取得手段と、
　前記取得された医用画像におけるアーチファクトが低減された医用画像を生成する生成
手段と、
　前記取得された医用画像を表示手段に表示される第１の表示画面に表示させ、前記表示
手段に表示される表示画面が前記第１の表示画面から第２の表示画面に切り換わった後、
前記生成された医用画像を前記表示手段に表示される第２の表示画面に表示させる表示制
御手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
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【請求項１８】
　前記取得された医用画像におけるアーチファクトの低減の要否に関する指定を受け付け
る受付手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、前記要否に関する指定に応じて、前記表示手段に表示される医用
画像として、前記取得された医用画像と前記生成された医用画像とを切り換える表示制御
を実行することを特徴とする請求項１６または１７に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　前記所定部位の３次元断層画像または３次元モーションコントラスト画像に基づく少な
くとも１つの正面画像を２次元の変換処理を実行して得た第１の概略値分布と、前記少な
くとも１つの正面画像を１次元の変換処理を実行して得た第２の概略値分布との演算によ
り、補正係数の値の分布を取得する第２の取得手段と、
　前記補正係数の値の分布を用いて、前記３次元断層画像または前記３次元モーションコ
ントラスト画像の少なくとも一部を補正する補正手段と、を更に備え、
　前記生成手段は、前記補正された少なくとも一部の前記３次元断層画像または前記３次
元モーションコントラスト画像に基づく少なくとも１つの正面画像を生成することを特徴
とする請求項１６乃至１８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２０】
　複数の医用画像を学習して得た学習済モデルを用いて、前記取得された医用画像におけ
るアーチファクトの状態を判定する判定手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、前記取得された医用画像と前記判定手段による判定結果とを前記
表示手段に表示させることを特徴とする請求項１６乃至１９のいずれか１項に記載の画像
処理装置。
【請求項２１】
　被検者の所定部位の医用画像を取得する取得手段と、
　複数の医用画像を学習して得た学習済モデルを用いて、前記取得された医用画像におけ
るアーチファクトの状態を判定する判定手段と、
　前記取得された医用画像と前記判定手段による判定結果とを表示手段に表示される表示
制御手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２２】
　前記判定手段は、前記取得された医用画像を、前記アーチファクトの程度に応じた複数
の段階のいずれかに分類することにより、前記アーチファクトの状態を判定することを特
徴とする請求項２０または２１に記載の画像処理装置。
【請求項２３】
　前記判定手段は、前記取得された医用画像を、前記アーチファクトの複数の種類のいず
れかに分類することにより、前記アーチファクトの状態を判定することを特徴とする請求
項２０乃至２２のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２４】
　前記学習済モデルは、互いに異なる種類である複数の医用画像をセットとする学習デー
タにより学習して得られることを特徴とする請求項２０乃至２３のいずれか１項に記載の
画像処理装置。
【請求項２５】
　前記学習済モデルは、医用画像と解析結果とをセットとする学習データにより学習して
得られることを特徴とする請求項２０乃至２４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２６】
　被検眼の３次元断層画像または３次元モーションコントラスト画像に基づく少なくとも
１つの正面画像を２次元の変換処理を実行して得た第１の概略値分布と、前記少なくとも
１つの正面画像を１次元の変換処理を実行して得た第２の概略値分布との演算により、補
正係数の値の分布を取得する工程と、
　前記補正係数の値の分布を用いて、前記３次元断層画像または前記３次元モーションコ
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ントラスト画像の少なくとも一部を補正する工程と、
　前記補正された少なくとも一部の画像を生成する工程と、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２７】
　被検眼の３次元断層画像を取得する工程と、
　前記被検眼の深度方向に交差する面内方向の分布情報であって、前記３次元断層画像に
おける複数の深度範囲に対応する複数の分布情報を比較することにより、前記深度方向に
沿って発生する影の原因となる前記被検眼における所定の領域に関する分布情報を生成す
る工程と、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２８】
　被検者の所定部位の医用画像を取得する工程と、
　前記取得された医用画像におけるアーチファクトが低減された医用画像を生成する工程
と、
　前記取得された医用画像を表示手段に表示される撮影確認画面に表示させ、前記表示手
段に表示される表示画面が前記撮影確認画面からレポート画面に切り換わった後、前記生
成された医用画像を前記レポート画面に表示させる工程と、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項２９】
　被検者の所定部位の医用画像を取得する工程と、
　前記取得された医用画像におけるアーチファクトが低減された医用画像を生成する工程
と、
　前記取得された医用画像を表示手段に表示される第１の表示画面に表示させ、前記表示
手段に表示される表示画面が前記第１の表示画面から第２の表示画面に切り換わった後、
前記生成された医用画像を前記表示手段に表示される第２の表示画面に表示させる工程と
、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項３０】
　被検者の所定部位の医用画像を取得する工程と、
　複数の医用画像を学習して得た学習済モデルを用いて、前記取得された医用画像におけ
るアーチファクトの状態を判定する工程と、
　前記取得された医用画像と前記判定する工程による判定結果とを表示手段に表示される
工程と、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項３１】
　請求項２６乃至３０のいずれか１項に記載の画像処理方法の各工程をコンピュータに実
行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光干渉断層計（ＯＣＴ；Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ
）などの断層画像撮影装置を用いると、被検眼内部の状態を三次元的に観察できる。この
断層画像撮影装置は、疾病の診断をより的確に行うのに有用であることから眼科診療に広
く用いられている。ＯＣＴの形態として、例えば広帯域な光源とマイケルソン干渉計を組
み合わせたＴＤ－ＯＣＴ（Ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ）がある。これは、参照ミラ
ーの位置を一定速度で移動させて信号アームで取得した後方散乱光との干渉光を計測し、
深度方向の反射光強度分布を得るように構成されている。しかし、このようなＴＤ－ＯＣ
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Ｔでは機械的な走査が必要となるため高速な画像取得は難しい。そこで、より高速な画像
取得法として広帯域光源を用い、分光器で干渉信号を取得するＳＤ－ＯＣＴ（Ｓｐｅｃｔ
ｒａｌ　ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ）や高速波長掃引光源を用いることで時間的に分光するＳ
Ｓ－ＯＣＴ（Ｓｗｅｐｔ　Ｓｏｕｒｃｅ　ＯＣＴ）が開発され、より広画角な断層画像を
取得できるようになっている。
【０００３】
　被検眼の血管に関する病態を把握するためにＯＣＴを用いて非侵襲に眼底血管を３次元
で描出するＯＣＴ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ（以下、ＯＣＴＡと表記）技術が用いられる
。ＯＣＴＡでは測定光で同一位置を複数回走査し、赤血球の変位と測定光との相互作用に
より得られるモーションコントラストを画像化する。図４（ａ）は速軸方向が水平（ｘ軸
）方向で、遅軸方向（ｙ軸方向）の各位置（ｙｉ；１≦ｉ≦ｎ）においてｒ回連続でＢス
キャンを行うＯＣＴＡ撮影の例を示している。なおＯＣＴＡ撮像において同一位置で複数
回走査することをクラスタ走査、同一位置で得られた複数枚の断層画像のことをクラスタ
と呼び、クラスタ単位でモーションコントラスト画像が生成される。
【０００４】
　特許文献１には、ＯＣＴＡ画像（血管領域が強調されたｅｎ－ｆａｃｅ画像）において
、固視ずれに起因してＸ方向（速軸方向）に延びる白線の帯状アーチファクトを抑制する
ために、輝度値をＸ方向に積算することによりＹ方向（遅軸方向）に沿った１次元輝度プ
ロファイルと、該１次元輝度プロファイルを平滑化した平滑化１次元輝度プロファイルと
の比または差に基づいて、断層画像に対して輝度補正する方法が開示されている。すなわ
ち、特許文献１には、ＯＣＴＡ画像において速軸方向に沿って全域に存在する帯状アーチ
ファクトを抑制する技術について開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１８－１５１８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の手法では、速軸方向に沿って部分的に存在する帯状アーチファク
トを低減することはできない。また、速軸方向に沿って存在する血管領域等の輝度値を過
補正もしくは誤抑制してしまう可能性があった。
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、被検眼の画像におけるアーチファクト
を低減することを目的の一つとする。
【０００８】
　なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導か
れる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本件の
他の目的の一つとして位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的を達成するために、例えば本発明の画像処理装置の一つは、被検眼の３次
元断層画像または３次元モーションコントラスト画像に基づく少なくとも１つの正面画像
を２次元の変換処理を実行して得た第１の概略値分布と、前記少なくとも１つの正面画像
を１次元の変換処理を実行して得た第２の概略値分布との演算により、補正係数の値の分
布を取得する取得手段と、
　前記補正係数の値の分布を用いて、前記３次元断層画像または前記３次元モーションコ
ントラスト画像の少なくとも一部を補正する補正手段と、
　前記補正された少なくとも一部の画像を生成する生成手段と、を備える。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明の一つによれば、被検眼の画像におけるアーチファクトを低減することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第一実施形態に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る画像処理システムや、該画像処理システムを構成する断
層画像撮影装置に含まれる測定光学系を説明する図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係る画像処理システムが実行可能な処理のフローチャー
トである。
【図４】本発明の実施形態におけるＯＣＴＡ撮影の走査方法や、ＯＣＴ断層画像及びＯＣ
ＴＡ画像上に生じる輝度段差アーチファクトを説明する図である。
【図５】本発明の第一実施形態のＳ３０３及びＳ３０４で実行される処理を説明する図で
ある。
【図６】本発明の第一実施形態のＳ３０３で実行される処理を説明する図である。
【図７】本発明の第一実施形態において実行される画像処理内容を説明する図である。
【図８】本発明の第一実施形態において実行される画像処理の効果について説明する図で
ある。
【図９】本発明の第二実施形態に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第二実施形態に係る画像処理システムが実行可能な処理のフローチャ
ートである。
【図１１】本発明の第二実施形態において実行される画像処理内容を説明する図である。
【図１２】本発明の第二実施形態において実行される画像処理の効果について説明する図
である。
【図１３】本発明の第二実施形態のＳ１００７において表示手段に表示するレポート画面
を説明する図である。
【図１４】本発明の第三実施形態における確認画面を説明する図である。
【図１５】本発明の第三実施形態における確認画面に表示される正面モーションコントラ
スト画像を説明する図である。
【図１６】本発明の第四実施形態のＳ１００３で実行される処理を説明する図である。
【図１７】本発明の第四実施形態において実行される画像処理内容を説明する図である。
【図１８】本発明の第四実施形態において実行される画像処理の効果について説明する図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　［第１の実施形態］
　本実施形態に係る画像処理装置は、ＯＣＴを用いて撮影した被検眼の断層画像の遅軸方
向に生じた様々な輝度段差アーチファクトをロバストに抑制するために、以下の画像補正
処理を行う。すなわち、断層画像の網膜表層と網膜外層間の輝度減衰率に基づいて血管候
補領域の分布情報を生成する。次に、高次元平滑化断層画像の輝度値に対して、該血管候
補領域に対して重み付けした低次元（速軸方向のみ）平滑化断層画像の輝度値を除算する
ことにより、輝度補正係数値分布を生成する。さらに、断層画像の各画素に対して輝度補
正係数値を乗算することで、断層画像の遅軸方向に生じた輝度段差アーチファクトをロバ
ストに抑制する場合について説明する。ここで、遅軸方向に生じた輝度段差アーチファク
トとは、例えば、固視ずれに起因してＸ方向（速軸方向）に延びる帯状アーチファクトの
ことである。なお、速軸方向は、例えば、３次元断層画像を取得する際に使用される測定
光の主走査の軸方向のことである。
【００１３】
　また、本実施形態で補正対象とする被検眼の断層画像の遅軸方向に生じた輝度段差の例
について説明する。ＯＣＴ断層画像の撮影中に被検眼の固視ずれが生じた場合には再走査
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が行われる。例えば、長時間にわたる撮影などでは、被検眼の睫毛や瞳孔の位置が初回走
査時と再走査時とで異なる等の理由で再走査した領域の輝度が低くなり、図４（ｂ）の白
矢印で示すような帯状の低輝度な段差が生じやすい。なお、図４（ｂ）において横方向が
速軸方向、縦方向が遅軸方向である。また、帯状の輝度段差アーチファクトが画像の速軸
方向の全域に生じるとは限らず、以下に示すようなケースにおいて速軸方向の一部に限局
した帯状の輝度段差アーチファクトが生じるという課題がある。すなわち、再走査時に硝
子体混濁を含む領域が走査され、影領域が生じた場合に断層画像上の再走査した領域内に
速軸方向の一部に限局した帯状の低輝度段差が生じることがある（図４（ｅ）の白矢印で
示した低輝度段差）。
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の第１実施形態に係る画像処理装置を備える画像処
理システムについて説明する。
【００１５】
　図２は、本実施形態に係る画像処理装置１０１を備える画像処理システム１０の構成を
示す図である。図２に示すように、画像処理システム１０は、画像処理装置１０１が、イ
ンタフェースを介して断層画像撮影装置１００（ＯＣＴとも言う）、外部記憶部１０２、
入力部１０３、表示部１０４と接続されることにより構成されている。
【００１６】
　断層画像撮影装置１００は、被検眼の断層画像を撮影する装置である。本実施形態にお
いては、断層画像撮影装置１００としてＳＤ－ＯＣＴを用いるものとする。これに限らず
、例えばＳＳ－ＯＣＴを用いて構成しても良い。
【００１７】
　図２（ａ）において、測定光学系１００－１は前眼部像、被検眼のＳＬＯ眼底像、断層
画像を取得するための光学系である。ステージ部１００－２は、測定光学系１００－１を
前後左右に移動可能にする。ベース部１００－３は、後述の分光器を内蔵している。
【００１８】
　画像処理装置１０１は、ステージ部１００－２の制御、アラインメント動作の制御、断
層画像の再構成などを実行するコンピュータである。外部記憶部１０２は、断層撮像用の
プログラム、患者情報、撮影データ、過去検査の画像データや計測データなどを記憶する
。
【００１９】
　入力部１０３はコンピュータへの指示を行い、具体的にはキーボードとマウスから構成
される。表示部１０４は、例えばモニタからなる。
【００２０】
　（断層画像撮影装置の構成）
　本実施形態の断層画像撮影装置１００における測定光学系及び分光器の構成について図
２（ｂ）を用いて説明する。
【００２１】
　まず、測定光学系１００－１の内部について説明する。被検眼２００に対向して対物レ
ンズ２０１が設置され、その光軸上に第１ダイクロイックミラー２０２及び第２ダイクロ
イックミラー２０３が配置されている。これらのダイクロイックミラーによってＯＣＴ光
学系の光路２５０、ＳＬＯ光学系と固視灯用の光路２５１、及び前眼観察用の光路２５２
とに波長帯域ごとに分岐される。
【００２２】
　ＳＬＯ光学系と固視灯用の光路２５１は、ＳＬＯ走査手段２０４、レンズ２０５及び２
０６、ミラー２０７、第３ダイクロイックミラー２０８、ＡＰＤ（Ａｖａｌａｎｃｈｅ　
Ｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅ）２０９、ＳＬＯ光源２１０、固視灯２１１を有している。
【００２３】
　ミラー２０７は、穴あきミラーや中空のミラーが蒸着されたプリズムであり、ＳＬＯ光
源２１０による照明光と、被検眼からの戻り光とを分離する。第３ダイクロイックミラー
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２０８はＳＬＯ光源２１０の光路と固視灯２１１の光路とに波長帯域ごとに分離する。
【００２４】
　ＳＬＯ走査手段２０４は、ＳＬＯ光源２１０から発せられた光を被検眼２００上で走査
するものであり、Ｘ方向に走査するＸスキャナ、Ｙ方向に走査するＹスキャナから構成さ
れている。本実施形態では、Ｘスキャナは高速走査を行う必要があるためポリゴンミラー
で、Ｙスキャナはガルバノミラーによって構成されている。
【００２５】
　レンズ２０５はＳＬＯ光学系及び固視灯２１１の焦点合わせのため、不図示のモータに
よって駆動される。ＳＬＯ光源２１０は７８０ｎｍ付近の波長の光を発生する。ＡＰＤ２
０９は、被検眼からの戻り光を検出する。固視灯２１１は可視光を発生して被検者の固視
を促すものである。
【００２６】
　ＳＬＯ光源２１０から発せられた光は、第３ダイクロイックミラー２０８で反射され、
ミラー２０７を通過し、レンズ２０６及び２０５を通ってＳＬＯ走査手段２０４によって
被検眼２００上で走査される。被検眼２００からの戻り光は、照明光と同じ経路を戻った
後、ミラー２０７によって反射され、ＡＰＤ２０９へと導かれ、ＳＬＯ眼底像が得られる
。
【００２７】
　固視灯２１１から発せられた光は、第３ダイクロイックミラー２０８、ミラー２０７を
透過し、レンズ２０６及び２０５を通り、ＳＬＯ走査手段２０４によって被検眼２００上
の任意の位置に所定の形状を作り、被検者の固視を促す。
【００２８】
　前眼観察用の光路２５２には、レンズ２１２及び２１３、スプリットプリズム２１４、
赤外光を検知する前眼部観察用のＣＣＤ２１５が配置されている。このＣＣＤ２１５は、
不図示の前眼部観察用照射光の波長、具体的には９７０ｎｍ付近に感度を持つものである
。スプリットプリズム２１４は、被検眼２００の瞳孔と共役な位置に配置されており、被
検眼２００に対する測定光学系１００－１のＺ軸方向（光軸方向）の距離を、前眼部のス
プリット像として検出できる。
【００２９】
　ＯＣＴ光学系の光路２５０は前述の通りＯＣＴ光学系を構成しており、被検眼２００の
断層画像を撮影するためのものである。より具体的には、断層画像を形成するための干渉
信号を得るものである。ＸＹスキャナ２１６は光を被検眼２００上で走査するためのもの
であり、図２（ｂ）では１枚のミラーとして図示されているが、実際はＸＹ２軸方向の走
査を行うガルバノミラーである。なお、本実施形態では、Ｘ方向（速軸方向）が、Ｘスキ
ャナが測定光を被検眼の眼底上で走査する方向のことであり、また、Ｙ方向（遅軸方向）
が、Ｙスキャナが測定光を眼底上で走査する方向のことである。ただし、本実施形態のよ
うにラスタスキャンではない場合には（例えば、サークルスキャン、ラジアルスキャン）
、この限りではない。
【００３０】
　レンズ２１７及び２１８のうち、レンズ２１７については光カプラー２１９に接続され
ているファイバー２２４から出射するＯＣＴ光源２２０からの光を、被検眼２００に焦点
合わせするために不図示のモータによって駆動される。この焦点合わせによって、被検眼
２００からの戻り光は同時にファイバー２２４の先端に、スポット状に結像されて入射さ
れることとなる。次に、ＯＣＴ光源２２０からの光路と参照光学系、分光器の構成につい
て説明する。２２０はＯＣＴ光源、２２１は参照ミラー、２２２は分散補償硝子、２２３
はレンズ、２１９は光カプラー、２２４から２２７は光カプラーに接続されて一体化して
いるシングルモードの光ファイバー、２３０は分光器である。
【００３１】
　これらの構成によってマイケルソン干渉計を構成している。ＯＣＴ光源２２０から出射
された光は、光ファイバー２２５を通じ、光カプラー２１９を介して光ファイバー２２４
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側の測定光と、光ファイバー２２６側の参照光とに分割される。測定光は前述のＯＣＴ光
学系光路を通じ、観察対象である被検眼２００に照射され、被検眼２００による反射や散
乱により同じ光路を通じて光カプラー２１９に到達する。
【００３２】
　一方、参照光は光ファイバー２２６、レンズ２２３、測定光と参照光の波長分散を合わ
せるために挿入された分散補償ガラス２２２を介して参照ミラー２２１に到達し反射され
る。そして同じ光路を戻り、光カプラー２１９に到達する。
【００３３】
　光カプラー２１９によって、測定光と参照光は合波され干渉光となる。
【００３４】
　ここで、測定光の光路長と参照光の光路長がほぼ同一となったときに干渉を生じる。参
照ミラー２２１は、不図示のモータおよび駆動機構によって光軸方向に調整可能に保持さ
れ、測定光の光路長に参照光の光路長を合わせることが可能である。干渉光は光ファイバ
ー２２７を介して分光器２３０に導かれる。
【００３５】
　また、偏光調整部２２８、２２９は、各々光ファイバー２２４、２２６中に設けられ、
偏光調整を行う。これらの偏光調整部は光ファイバーをループ状に引きまわした部分を幾
つか持っている。このループ状の部分をファイバーの長手方向を中心として回転させるこ
とでファイバーに捩じりを加え、測定光と参照光の偏光状態を各々調整して合わせること
ができる。
【００３６】
　分光器２３０はレンズ２３２、２３４、回折格子２３３、ラインセンサ２３１から構成
される。光ファイバー２２７から出射された干渉光はレンズ２３４を介して平行光となっ
た後、回折格子２３３で分光され、レンズ２３２によってラインセンサ２３１に結像され
る。
【００３７】
　次に、ＯＣＴ光源２２０の周辺について説明する。ＯＣＴ光源２２０は、代表的な低コ
ヒーレント光源であるＳＬＤ（Ｓｕｐｅｒ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｏｄｅ）であ
る。中心波長は８５５ｎｍ、波長バンド幅は約１００ｎｍである。ここで、バンド幅は、
得られる断層画像の光軸方向の分解能に影響するため、重要なパラメータである。
【００３８】
　光源の種類は、ここではＳＬＤを選択したが、低コヒーレント光が出射できればよく、
ＡＳＥ（Ａｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ）等を用いる
ことができる。中心波長は眼を測定することを鑑みると近赤外光が適する。また、中心波
長は得られる断層画像の横方向の分解能に影響するため、なるべく短波長であることが望
ましい。双方の理由から中心波長は８５５ｎｍとした。
【００３９】
　本実施形態では干渉計としてマイケルソン干渉計を用いたが、マッハツェンダー干渉計
を用いても良い。測定光と参照光との光量差に応じて、光量差が大きい場合にはマッハツ
ェンダー干渉計を、光量差が比較的小さい場合にはマイケルソン干渉計を用いることが望
ましい。
【００４０】
　（画像処理装置の構成）
　本実施形態の画像処理装置１０１の構成について図１を用いて説明する。
【００４１】
　画像処理装置１０１は断層画像撮影装置１００に接続されたパーソナルコンピュータ（
ＰＣ）であり、画像取得部１０１－０１、記憶部１０１－０２、撮影制御部１０１－０３
、画像処理部１０１－０４、表示制御部１０１－０５を備える。また、画像処理装置１０
１は演算処理装置ＣＰＵが画像取得部１０１－０１、撮影制御部１０１－０３、画像処理
部１０１－０４および表示制御部１０１－０５を実現するソフトウェアモジュールを実行
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することで機能を実現する。本発明はこれに限定されず、例えば画像処理部１０１－０４
をＡＳＩＣ等の専用のハードウェアで実現してもよいし、表示制御部１０１－０５をＣＰ
Ｕとは異なるＧＰＵ等の専用プロセッサを用いて実現してもよい。また断層画像撮影装置
１００と画像処理装置１０１との接続はネットワークを介した構成であってもよい。
【００４２】
　画像取得部１０１－０１は断層画像撮影装置１００により撮影されたＳＬＯ眼底像や断
層画像の信号データを取得する。また画像取得部１０１－０１は断層画像生成部１０１―
１１を有する。断層画像生成部１０１―１１は断層画像撮影装置１００により撮影された
断層画像の信号データ（干渉信号）を取得して信号処理により断層画像を生成し、生成し
た断層画像を記憶部１０１－０２に格納する。
【００４３】
　撮影制御部１０１－０３は、断層画像撮影装置１００に対する撮影制御を行う。撮影制
御には、断層画像撮影装置１００に対して撮影パラメータの設定に関して指示することや
、撮影の開始もしくは終了に関して指示することも含まれる。
【００４４】
　画像処理部１０１－０４は、位置合わせ部１０１－４１、画像特徴取得部１０１－４２
、投影部１０１－４３、補正部１０１－４４を有する。先に述べた画像取得部１０１－０
１は、本発明に係る第１の取得手段の一例である。画像特徴取得部１０１－４２は断層画
像から網膜や脈絡膜の層境界、血管候補領域、中心窩や視神経乳頭中心の位置を取得する
。投影部１０１－４３は画像特徴取得部１０１－４２が取得した層境界の位置に基づく深
度範囲で画像投影し、正面画像を生成する。補正部１０１－４４は変換部１０１－４４１
と重みづけ部１０１－４４２、演算部１０１－４４３を有する。補正部１０１－４４は高
次元平滑化断層画像と、血管候補領域の輝度を重み付けした断層画像を速軸方向に平滑化
した低次元平滑化画像との演算処理により算出した輝度補正係数を用いて断層画像の遅軸
方向に生じた輝度段差を抑制する処理を行う。変換部１０１－４４１は、高次元の概略輝
度値分布を生成する高次元変換部１０１－４４１１と、低次元の概略輝度値分布を生成す
る低次元変換部１０１－４４１２とを備える。重み付け部１０１－４４２は、血管取得部
１０１－４２１が取得した血管候補領域の分布情報に基づいて断層画像の輝度値を重み付
けする。演算部１０１－４４３は、高次元変換部１０１－４４１１が生成した高次元平滑
化画像と、低次元変換部１０１－４４１２が生成した低次元平滑化画像とを演算すること
で輝度補正係数値分布を算出する。
【００４５】
　外部記憶部１０２は、被検眼の情報（患者の氏名、年齢、性別など）と、撮影した断層
画像及びＳＬＯ画像や撮影パラメータ、該画像を処理して得られた画像、血管候補領域の
分布データ、輝度補正係数値分布、操作者が設定したパラメータを関連付けて保持してい
る。入力部１０３は、例えば、マウス、キーボード、タッチ操作画面などであり、操作者
は、入力部１０３を介して、画像処理装置１０１や断層画像撮影装置１００へ指示を行う
。
【００４６】
　次に、図３を参照して本実施形態の画像処理装置１０１の処理手順を示す。図３は、本
実施形態における本システム全体の動作処理の流れを示すフローチャートである。
【００４７】
　＜ステップ３０１＞
　操作者は入力部１０３を操作することにより、断層画像撮影装置１００に対して指示す
るＯＣＴ画像（３次元断層画像）の撮影条件を設定する。
【００４８】
　具体的には
１）スキャンモードの選択
２）スキャンモードに対応する撮影パラメータ設定
の手順からなり、本実施形態では以下のように設定してＯＣＴ撮影を実行する。
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１）Ｍａｃｕｌａ　３Ｄスキャンモードを選択
２）以下の撮影パラメータを設定
２－１）走査領域サイズ：１０ｘ１０ｍｍ
２－２）主走査方向：水平方向
２－３）走査間隔：０．０１ｍｍ
２－４）固視灯位置：中心窩と視神経乳頭との中間
２－５）同一撮影位置でのＢスキャン数：１
２－６）コヒーレンスゲート位置：硝子体側
　次に、操作者は入力部１０３を操作して撮影画面中の撮影開始ボタン（非表示）を押下
することにより、上記設定した撮影条件によるＯＣＴ断層画像の撮影を開始する。
【００４９】
　撮影制御部１０１－０３は断層画像撮影装置１００に対して上記設定に基づいてＯＣＴ
撮影を実施することを指示し、断層画像撮影装置１００が対応するＯＣＴ断層画像を取得
する。
【００５０】
　また断層画像撮影装置１００はＳＬＯ画像の取得も行い、ＳＬＯ動画像に基づく追尾処
理を実行する。なお、本実施形態では同一走査位置における断層画像の撮像回数を１回（
繰り返さない）とする。これに限らず、同一走査位置における撮像回数は任意の回数に設
定してよい。
【００５１】
　＜ステップ３０２＞
　画像取得部１０１－０１及び画像処理部１０１－０４は、Ｓ３０１で取得された断層画
像を再構成する。
【００５２】
　まず断層画像生成部１０１－１１は画像取得部１０１－０１が取得した干渉信号に対し
て波数変換及び高速フーリエ変換（ＦＦＴ）、絶対値変換（振幅の取得）を行うことで断
層画像を生成する。次に位置合わせ部１０１－４１はＢスキャン断層画像間の位置合わせ
を行う。
【００５３】
　さらに、画像特徴取得部１０１－４２が断層画像から網膜及び脈絡膜の層境界、篩状板
部の前面・後面の境界（非図示）を取得する。本実施形態では、図６（ａ）に示すように
層境界として内境界膜１、神経線維層‐神経節細胞層境界２、神経節細胞層‐内網状層境
界３、視細胞内節外節接合部４、網膜色素上皮５、ブルッフ膜６、脈絡膜－強膜境界７を
取得する。また検出したブルッフ膜６の端部（ブルッフ膜開口端部）を視神経乳頭部のＤ
ｉｓｃ境界として特定する。本実施形態では網膜及び脈絡膜の層境界及び篩状板部の前面
・後面境界の取得法として可変形状モデルを用いるが、任意の公知のセグメンテーション
手法を用いてよい。また取得する層境界は上記に限らない。例えば網膜の内網状層－内顆
粒層境界、内顆粒層－外網状層境界、外網状層‐外顆粒層境界、外境界膜、視細胞外節先
端（ＣＯＳＴ）を任意の公知のセグメンテーション法により取得してもよい。あるいは、
脈絡膜の脈絡膜毛細血管板‐Ｓａｔｔｌｅｒ層境界、Ｓａｔｔｌｅｒ層‐Ｈａｌｌｅｒ層
境界を任意の公知のセグメンテーション法により取得する場合も本発明に含まれる。また
、篩状板部の前面・後面境界は手動で設定してもよい。例えば、特定の層境界（例えば内
境界膜１）の位置を所定量だけ動かすことにより手動で設定できる。
【００５４】
　なお、層境界及び篩状板の前面・後面境界の取得処理は本ステップでなくＳ３０３の血
管候補領域取得時に実施してもよい。
【００５５】
　＜ステップ３０３＞
　血管取得部１０１－４２１は、異なる所定の深度範囲間の輝度統計値を比較した結果に
基づいて血管候補領域の分布に関する情報を生成する。
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【００５６】
　血管領域は図６（ａ）の６０１に示すように存在する深度範囲（層の種類）がおおよそ
決まっており、かつ該領域下に影６０２が生じやすいという特徴がある。一方、断層画像
の再走査領域上に生じる輝度段差アーチファクトや、硝子体混濁などの場合は、図６（ａ
）の６０３に示すようにほとんどの深度範囲にわたって低輝度になりやすい。
【００５７】
　そこで、本実施形態では「血管が存在する可能性の高い深度範囲（網膜表層）」と「影
による輝度低下が最も顕著に現れる深度範囲（網膜外層）」における輝度の相違度（差も
しくは比率）に基づいて血管候補領域を特定する。
【００５８】
　血管候補領域マップ生成処理の詳細はＳ５０１～Ｓ５０６で説明する。なお、マップと
は、被検眼の深度方向に交差する面内方向の分布情報の一例である。
【００５９】
　＜ステップ３０４＞
　重み付け部１０１－４４２は、Ｓ３０３で血管取得部１０１－４２１が生成した血管候
補領域の分布に関する情報を用いて断層画像の血管候補領域における輝度値を重み付けし
た重み付き断層画像を生成する。次に、高次元変換部１０１－４４１１が高次元平滑化断
層画像を生成し、低次元変換部１０１－４４１２が該重み付き断層画像に対して速軸方向
に平滑化処理を行った低次元平滑化断層画像を生成する。さらに演算部１０１－４４３が
該高次元平滑化断層画像と該低次元平滑化断層画像との演算処理により断層画像用の輝度
補正係数マップを生成する。
【００６０】
　輝度補正係数マップ生成処理の詳細はＳ５１１～Ｓ５１６で説明する。
【００６１】
　＜ステップ３０５＞
　補正部１０１－４４は、断層画像の各画素に対してＳ３０４で算出した輝度補正係数値
を乗算することにより、輝度段差補正済の断層画像を生成する。なお、輝度補正係数の適
用方法は乗算に限定されるものではなく、任意の公知の演算方法を適用してよい。例えば
加算、減算、除算のいずれかを適用してもよい。また、輝度補正係数値を用いて３次元断
層画像の少なくとも一部が補正されれば良い。このとき、３次元断層画像の少なくとも一
部には、Ｃスキャン画像等も含まれる。
【００６２】
　＜ステップ３０６＞
　表示制御部１０１－０５は、Ｓ３０５で生成した輝度補正済の断層画像を表示部１０４
に表示する。また、操作者が入力部１０３を用いて表示部１０４に表示された非図示のボ
タンもしくはショートカットメニューを選択することで、該輝度補正済の断層画像を記憶
部１０１－０２もしくは外部記憶部１０２に保存する。なお、画像生成手段の一例である
画像処理部１０１－０４が、補正された少なくとも一部の３次元断層画像に基づく少なく
とも１つの正面画像（正面断層画像）を生成することが好ましい。このとき、表示制御部
１０１－０５は、生成された少なくとも１つの正面画像を表示部１０４に表示させること
が好ましい。
【００６３】
　次に、図５（ａ）に示すフローチャートを参照しながら、Ｓ３０３で実行される処理の
詳細について説明する。
【００６４】
　＜ステップ５０１＞
　血管取得部１０１－４２１は、Ｓ３０２で断層画像生成部１０１－１１が生成した断層
画像を取得する。
【００６５】
　＜ステップ５０２＞
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　血管取得部１０１－４２１はＳ３０２で画像特徴取得部１０１－４２が特定した網膜及
び脈絡膜の層境界、篩状板部の前面・後面の境界データを取得する。
【００６６】
　＜ステップ５０３＞
　血管取得部１０１－４２１は断層画像撮影装置１００のロールオフ特性により生じる深
度方向の信号減衰を補償するための補正処理（以下、ロールオフ補正と表記）を補正部１
０１－４４に対して指示し、補正部１０１－４４が該ロールオフ補正処理を行う。
【００６７】
　ロールオフ補正を行うための深度方向の補正係数Ｈ（ｚ）は、深度位置ｚを引数とする
正規化ロールオフ特性関数をＲｏＦ（ｚ）とした場合に、例えば式（１）のように表せ、
該補正係数Ｈ（ｚ）を断層画像の各画素値に対して乗じることでロールオフ補正が行われ
る。
　Ｈ（ｚ）＝｛（ＢＧａ＋２σ）／（ＢＧａ（ｚ）＋２σ（ｚ））｝／（１＋ＲｏＦ（ｚ
）－ＲｏＦ（ｚ０））・・・（１）
【００６８】
　ＢＧａ及びσは、各々被検査物がない状態で取得したＢスキャンデータ全体の輝度分布
ＢＧの平均値及び標準偏差を示す。またＢＧａ（ｚ）及びσ（ｚ）は、被検査物がない状
態で取得したＢスキャンデータにおいて各深度位置（ｚ）で算出した、ｚ軸に直交する方
向に関する輝度分布の平均値及び標準偏差を示す。ｚ０はＢスキャン範囲に含まれる基準
の深度位置を示す。ｚ０は任意の定数を設定してよいが、ここではｚの最大値の１／４の
値に設定するものとする。なおロールオフ補正式は上記に限られるものではなく、断層画
像撮影装置１００のロールオフ特性により生じる深度方向の信号減衰を補償する効果を持
つ処理であれば任意の公知の補正処理を実行してよい。
【００６９】
　＜ステップ５０４＞
　血管取得部１０１－４２１は異なる深度範囲の輝度統計値を比較するための準備として
投影部１０１－４３に網膜表層の正面断層画像と網膜外層の正面断層画像を生成するよう
指示し、投影部１０１－４３が該正面断層画像を生成する。投影法として任意の公知の投
影法を用いてよいが、本実施形態では平均値投影を行うものとする。図６（ｂ）に網膜表
層の正面断層画像、同図６（ｃ）に網膜外層の正面断層画像の例を示す。網膜表層の正面
断層画像では（測定光と血管領域内の赤血球との相互作用により）血管領域における輝度
値が高く、網膜外層の正面断層画像では影が生じることにより血管領域における輝度値が
低くなることがわかる。
【００７０】
　＜ステップ５０５＞
　情報生成手段の一例である血管取得部１０１－４２１は、異なる深度範囲の輝度統計値
を比較するために、Ｓ５０４で算出した２種類の正面断層画像の輝度値に基づいて輝度減
衰率Ａｒの分布を算出する。異なる深度範囲における輝度統計値の比較に関する指標とし
て、本実施形態では、（網膜表層正面断層画像の輝度）÷（網膜外層正面断層画像の輝度
）を各画素（ｘ，ｙ）で算出し、輝度減衰率Ａｒ（ｘ，ｙ）のマップ（図６（ｄ））を生
成する。
【００７１】
　＜ステップ５０６＞
　血管取得部１０１－４２１は、Ｓ５０５で生成した輝度減衰率マップＡｒ（ｘ，ｙ）を
正規化することにより、血管領域らしさを表わす血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）を生成
する。
【００７２】
　本実施形態では、Ｓ５０５で算出した輝度減衰率マップＡｒ（ｘ，ｙ）に対して所定の
値ＷＬとＷＷを用いて正規化することで、血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）を
　Ｖ（ｘ，ｙ）＝（Ａｒ（ｘ，ｙ）－ＷＬ）／ＷＷ
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として算出し、０≦Ｖ（ｘ，ｙ）≦１を満たすようにする。図６（ｅ）に血管候補領域マ
ップＶ（ｘ，ｙ）の例を示す。血管候補領域がハイライトされていることがわかる。なお
、正規化処理は上記に限らず任意の公知の正規化法を用いてよい。
【００７３】
　全ての深度範囲の輝度値を加算したＰｒｏｊｅｃｔｉｏｎ画像や、網膜外層の深度範囲
で生成した正面断層画像における低輝度領域を血管領域とみなす場合には硝子体混濁によ
る影（図６（ａ）の６０３）や白斑による影（図６（ａ）の６０５）も含まれてしまう。
それに対し、本実施形態のＳ３０３で示した方法では血管候補領域（及び該血管から生じ
た出血領域）のみの分布情報を生成できる。また、ＯＣＴＡのようなクラスタスキャンは
不要で、単回スキャンの断層画像でも血管候補領域に関する分布情報を生成できる。
【００７４】
　なお、血管以外の遮蔽物（影の発生原因となる物体）、例えば白斑等の高輝度病変（図
６（ａ）の６０４）の分布情報を生成する場合は、Ａスキャン単位で例えば（網膜深層に
おける輝度平均値）÷（網膜外層における輝度平均値）のような輝度減衰率を算出すれば
よい。ここで、血管領域、出血領域、高輝度病変等は、被検眼に含まれる領域であって、
被検眼の深度方向に沿って発生する影の原因となる領域の一例である。
【００７５】
　また、輝度減衰率の算出においては正面断層画像の生成は必須ではなく、３次元断層画
像のままＡスキャン単位で算出してもよい。さらに、輝度減衰率は異なる深度範囲の輝度
統計値同士の比率に限定されるものではなく、例えば（異なる深度範囲の輝度統計値同士
の）差分量に基づいて算出してもよい。
【００７６】
　さらに、図５（ｂ）に示すフローチャートを参照しながら、Ｓ３０４で実行される処理
の詳細について説明する。
【００７７】
　＜ステップ５１１＞
　補正部１０１－４４は、Ｓ３０２で断層画像生成部１０１－１１が生成した断層画像を
取得する。次に、操作者が表示部１０４に表示されたユーザインターフェースを介して所
望の投影深度範囲と該投影深度範囲に対応する正面断層画像の生成を指示する。投影部１
０１－４３は、ロールオフ補正適用後の３次元断層画像に対して指示された深度範囲で投
影し、正面断層画像（図７（ａ））を生成する。
【００７８】
　なお本実施形態では、３次元断層画像の投影処理として、眼底正面に対応する面内の各
画素に対応する深度方向の断層データの平均値を該画素の画素値としている。しかしなが
ら投影処理はこのような平均値投影に限られず、任意の公知の投影方法を用いてよい。例
えば、各画素に対応する深度方向の断層データの中央値や最大値、最頻値等を画素値とし
てもよい。さらに、背景輝度値に相当するノイズ閾値を超えた画素の輝度値のみを投影す
ることで、背景領域の影響を除いた（眼底組織の輝度値に由来する）画素値を取得できる
。
【００７９】
　＜ステップ５１２＞
　高次元変換部１０１－４４１１は、正面断層画像の輝度値を２次元で平滑化することに
より、第１の概略値分布の一例である高次元概略値分布を算出する。ここで、２次元での
平滑化処理は、第１の概略値分布を取得する際に、正面画像を２次元で変換する処理（２
次元の変換処理）の一例である。本実施形態では、高次元変換部１０１－４４１１は、Ｓ
５１１で生成した正面断層画像における各画素の輝度値を２次元で平滑化することにより
、図７（ｃ）に示すような断層画像の輝度値に関する高次元概略値分布を算出する。
【００８０】
　なお、本実施形態では、概略値分布を算出する処理の例として平滑化処理を行ったが、
後述するようにＣｌｏｓｉｎｇ処理やＯｐｅｎｉｎｇ処理等のモルフォロジー演算を行っ
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てもよい。また平滑化処理は任意の空間フィルタを用いて平滑化もよいし、高速フーリエ
変換（ＦＦＴ）等を用いて断層データを周波数変換した上で、高周波成分を抑制すること
で平滑化してもよい。ＦＦＴを用いる場合、畳み込み演算が不要になるため、高速に平滑
化処理を実行できる。断層データを周波数変換した上で高周波成分を抑制することで平滑
化する場合、リンギングを抑制するために周波数領域で所定の窓関数（Ｈａｍｍｉｎｇ窓
もしくはＨａｎｎｉｎｇ窓）を適用したり、Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈフィルタ等を適用し
たりすることによって高周波成分を抑制してもよい。
【００８１】
　＜ステップ５１３＞
　重み付け部１０１－４４２は、血管取得部１０１－４２１から血管候補領域マップＶ（
ｘ，ｙ）（図７（ｄ））を取得する。
【００８２】
　＜ステップ５１４＞
　重み付け部１０１－４４２は、血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）の値を用いて断層画像
の該血管候補領域における輝度値を重み付けする。なお、この重み付けは、第２の概略値
分布の一例である低次元概略値分布を取得する際に、３次元断層画像を取得する際に使用
される測定光の速軸方向に沿って存在する血管もしくは出血領域である所定の組織と、そ
れ以外の領域とに対して実行される異なる算出処理の一例である。また、この重み付けは
、本発明において必須ではない。
【００８３】
　本実施形態では、血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）の値（血管らしさ）が高い領域ほど
、Ｓ５１１で取得した正面断層画像における該高い領域に対応する領域の輝度値が、Ｓ５
１２で算出した高次元概略値Ｉ＿２ｄｓ（ｘ，ｙ）に近づくように、また、該Ｖ（ｘ，ｙ
）の値が低い領域ほど、Ｓ５１１で取得した正面断層画像の輝度値Ｉ（ｘ，ｙ）をできる
だけ維持するように、正面断層画像を重み付けした重み付き正面画像Ｉ＿ｗ（ｘ，ｙ）を
生成する。具体的には、以下として算出すれば良い。
　Ｉ＿ｗ（ｘ，ｙ）＝（１．０－Ｖ（ｘ，ｙ））＊Ｉ（ｘ，ｙ）＋Ｖ（ｘ，ｙ）＊Ｉ＿２
ｄｓ（ｘ，ｙ）
【００８４】
　図７（ｅ）に重み付き正面断層画像Ｉ＿ｗ（ｘ，ｙ）の例を示す。
【００８５】
　なお、ここで示した血管候補領域の輝度値に対する重み付け法はあくまで例であり、速
軸方向に走行する血管候補領域の輝度値を増加させる処理もしくは該血管候補領域近傍の
輝度値に近づける処理であれば任意の重み付けを行ってもよい。
【００８６】
　＜ステップ５１５＞
　低次元変換部１０１－４４１２は、断層画像の輝度値に関する低次元の概略値分布を算
出する。具体的には、血管候補領域の輝度値を重み付けした正面断層画像の各画素の輝度
値に対し、速軸方向に関する概略値分布を算出する処理（平滑化処理やモルフォロジー演
算）を行う。図７（ｆ）に本ステップで算出した低次元概略値分布の例を示す。速軸方向
に走行する血管領域の輝度値が底上げされた画像に対して低次元変換（速軸方向の平滑化
）処理を行うために、「速軸方向に走行する血管領域」が帯状の低輝度領域として残存す
る問題を回避できる。ここで、低次元での平滑化処理は、第２の概略値分布を取得する際
に、正面画像を１次元で変換する処理（１次元の変換処理）の一例である。なおＳ５１２
と同様に平滑化処理を周波数領域で実施する場合、リンギングを抑制するために周波数領
域で所定の窓関数（Ｈａｍｍｉｎｇ窓やＨａｎｎｉｎｇ窓等）を適用したり、Ｂｕｔｔｅ
ｒｗｏｒｔｈフィルタ等を適用したりすることによって高周波成分を抑制して平滑化して
もよい。
【００８７】
　＜ステップ５１６＞
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　演算部１０１－４４３は、断層画像の高次元概略値分布と低次元概略値分布とを演算す
ることにより、断層画像用の輝度補正係数分布を算出する。
【００８８】
　本実施形態では、Ｓ５１２で生成した２次元平滑化断層画像の輝度値をＳ５１５で生成
した重み付き速軸方向平滑化断層画像の輝度値で除算することにより、断層画像用の輝度
補正係数マップ（図７（ｇ））を生成する。
【００８９】
　次に、図８（ａ）～図８（ｇ）を用いて血管候補領域に対する輝度重み付けの効果（輝
度段差アーチファクトのみを選択的に抑制しやすくする）について説明する。図８（ａ）
は速軸方向の一定範囲に限局した帯状の輝度段差と、速軸方向に走行する血管領域の双方
を含む断層画像の例である。速軸方向に走行する血管領域の輝度値を過補正することなく
、帯状の輝度段差のみ選択的に抑制する必要がある。
【００９０】
　血管候補領域に対する輝度重み付けを実施せずにＳ５１５の低次元変換処理、Ｓ５１６
の輝度補正係数マップ算出処理、Ｓ３０５の輝度段差補正処理を各々実行した場合の処理
結果の例を図８（ｂ）、同図（ｄ）、同図（ｆ）に示す。図８（ｂ）の白矢印で示した（
速軸方向に走行する）血管領域において低輝度領域が帯状に残存し、輝度段差に類似して
いる。そのため、図８（ｄ）の白矢印で示した血管領域では輝度段差でないにも関わらず
高い補正係数値が算出されてしまい、Ｓ３０５の輝度段差補正処理において速軸方向に走
行する血管及びその近傍領域の輝度値の過補正が生じる（図８（ｆ）の白矢印で示した領
域）。
【００９１】
　一方、血管候補領域に対する輝度重み付けを実施してからＳ５１５の低次元変換処理、
Ｓ５１６の輝度補正係数マップ算出処理、Ｓ３０５の輝度段差補正処理を各々実行した場
合の処理結果を図８（ｃ）、同図（ｅ）、同図（ｇ）に示す。図８（ｃ）において、速軸
方向に走行する血管領域に対応する帯状の低輝度領域は生じていない。そのため、図８（
ｅ）でも血管領域に対して適切な補正係数値が算出され、Ｓ３０５の輝度段差補正処理に
おいても速軸方向に走行する血管及びその近傍領域の輝度値に対する過補正は見られない
（図８（ｇ））。
【００９２】
　なお、本実施形態においては正面断層画像上に生じた帯状の輝度段差を抑制する（輝度
段差補正済の正面断層画像を生成する）方法について説明したが、本発明はこれに限定さ
れない。以下の手順で３次元断層画像上に生じた帯状の輝度段差を抑制し、輝度段差補正
済の３次元断層画像を生成してもよい。
【００９３】
　すなわち、多数の異なる投影深度範囲で正面断層画像を生成しておき、各正面断層画像
に対して輝度段差補正係数マップを生成しておく。次に３次元断層画像上の各画素の輝度
値に対して、該各画素が属する投影深度範囲に対応する輝度段差補正係数マップの値（補
正係数値）を演算することによって輝度段差補正済の３次元断層画像を生成できる。異な
る投影深度範囲として、例えば網膜表層・網膜深層・網膜外層・脈絡膜の４種類が挙げら
れる。あるいは、網膜及び脈絡膜に属する各層の種類を指定してもよい。
【００９４】
　なお、Ｃスキャン画像に生じた輝度段差アーチファクトを抑制する場合、画像内に複数
種の層が含まれるために（層境界付近の画素値に悪影響を及ぼさずに）輝度段差アーチフ
ァクトのみ選択的に抑制するのが難しい場合がある。輝度段差補正済の３次元断層画像を
生成しておき、該輝度段差補正済の３次元断層画像からＣスキャン画像を生成することに
より、輝度段差補正済Ｃスキャン画像を得られる。
【００９５】
　また、本発明は、いわゆる３－Ｄスキャンで断層画像を撮影した場合に生じる帯状の輝
度段差の補正処理に限定されるものではなく、種々のスキャンパターンで断層画像を撮影
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した場合の遅軸方向に生じる輝度段差の補正にも適用できる。例えば、半径の異なる多数
のサークルスキャンや、ラジアルスキャンで撮影した場合の遅軸方向に生じる輝度段差を
補正する場合も本発明に含まれる。なお、サークルスキャンの場合には、例えば、円周方
向が速軸方向で、円周方向に直交する方向が遅軸方向と考えられる。また、ラジアルスキ
ャンの場合には、例えば、所定の点を通り、放射状の各スキャン方向が速軸方向で、所定
の点を中心とする円周方向が遅軸方向と考えられる。
【００９６】
　以上述べた構成によれば、画像処理装置１０１はＯＣＴを用いて撮影した被検眼の断層
画像の遅軸方向に生じた様々な輝度段差アーチファクトをロバストに抑制するために、以
下の画像補正処理を行う。すなわち、画像処理装置は、被検眼の深度方向に交差する面内
方向の分布情報であって、３次元断層画像における複数の深度範囲に対応する複数の分布
情報を比較することにより、深度方向に沿って発生する影の原因となる被検眼における所
定の領域（血管候補領域）に関する分布情報を生成する。例えば、画像処理装置は、断層
画像の網膜表層と網膜外層間の輝度減衰率に基づいて血管候補領域の分布情報を生成する
。次に高次元平滑化断層画像の輝度値に対して、該血管候補領域の輝度値を重み付けした
後に速軸方向に平滑化した断層画像の輝度値を除算することにより、輝度補正係数マップ
を生成する。さらに断層画像に対して輝度補正係数を乗算することで、断層画像の遅軸方
向に生じた輝度段差アーチファクトをロバストに抑制する。なお、最終的に分布情報が生
成されていればよく、生成の途中においては複数の分布情報として例えば画像（マップ）
を生成する必要はない。
【００９７】
　これにより、被検眼の断層画像の遅軸方向に生じた輝度段差をロバストに抑制できる。
【００９８】
　［第２の実施形態］
　本実施形態に係る画像処理装置は、ＯＣＴを用いたクラスタ撮影により得られた被検眼
の断層画像から生成したモーションコントラスト画像の遅軸方向に生じた様々な輝度段差
アーチファクトをロバストに抑制するために、以下の画像処理を行う。すなわち、高次元
平滑化モーションコントラスト画像の輝度値に対して、第１実施形態と同様の方法で取得
した血管候補領域の輝度値を重み付けした後に速軸方向に平滑化したモーションコントラ
スト画像の輝度値を除算することで、輝度補正係数マップを生成する。さらに、断層画像
に対して輝度補正係数を乗算することで、モーションコントラスト画像の遅軸方向に生じ
た輝度段差アーチファクトをロバストに抑制する場合について説明する。
【００９９】
　ここで、本実施形態で補正対象とする被検眼のモーションコントラスト画像の遅軸方向
に生じた輝度段差の例について説明する。図４（ｂ）に示した再走査領域が低輝度である
ような断層画像を用いてモーションコントラスト画像を生成すると、図４（ｃ）に示すよ
うにモーションコントラスト画像上の対応する（白矢印で示した）領域に帯状の低輝度な
段差を生じる。また、図４（ｅ）に示すような再走査領域に短い低輝度な段差領域を含む
断層画像を用いてモーションコントラスト画像を生成すると、モーションコントラスト画
像上の対応する領域に短い帯状の低輝度な段差を生じるという課題がある。
【０１００】
　さらに、同一位置で複数回走査した断層画像間の位置ずれが生じている場合には、実際
には赤血球の変位が生じてない領域に対しても高いモーションコントラスト値が算出され
てしまうため、図４（ｄ）の白矢印で示すような帯状の高輝度な段差が生じる。なお、同
一のモーションコントラスト画像上に低輝度な段差と高輝度な段差の双方が含まれる場合
もある。また、網膜や脈絡膜等の眼組織が画像上の速軸方向の一部の範囲にしか含まれな
い場合や、層境界検出不良の領域が存在する場合などでは帯状の高輝度な段差が途中で途
切れたり、該輝度段差の太さや高さが途中で変化したりする課題がある。
【０１０１】
　本実施形態に係る画像処理装置１０１を備える画像処理システム１０の構成を図９に示
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す。画像取得部１０１－０１にモーションコントラストデータ生成部１０１－１２を、画
像処理部１０１－０４に合成部１０１－４５を備える点が第一実施形態の場合と異なる。
また本実施形態での画像処理フローを図１０に示す。なお図１０においてＳ１００２とＳ
１００３は第１実施形態の場合と同様であるので説明は省略する。
【０１０２】
　＜ステップ１００１＞
　操作者は入力部１０３を操作することにより、断層画像撮影装置１００に対して指示す
るＯＣＴ画像の撮影条件を設定する。
【０１０３】
　具体的には
１）スキャンモードの選択
２）スキャンモードに対応する撮影パラメータ設定
の手順からなり、本実施形態では以下のように設定してＯＣＴ撮影を実行する。
１）ＯＣＴＡスキャンモードを選択
２）以下の撮影パラメータを設定
２－１）走査領域サイズ：１０ｘ１０ｍｍ
２－２）主走査方向：水平方向
２－３）走査間隔：０．０１ｍｍ
２－４）固視灯位置：中心窩と視神経乳頭との中間
２－５）同一撮影位置でのＢスキャン数：４
２－６）コヒーレンスゲート位置：硝子体側
　次に、操作者は入力部１０３を操作して撮影画面中の撮影開始ボタン（非表示）を押下
することにより、上記設定した撮影条件による繰り返しＯＣＴＡ撮影を開始する。
【０１０４】
　撮影制御部１０１－０３は断層画像撮影装置１００に対して上記設定に基づいて繰り返
しＯＣＴＡ撮影を実施することを指示し、断層画像撮影装置１００が対応するＯＣＴ断層
画像を取得する。
【０１０５】
　なお、本実施形態では本ステップにおける繰り返し撮像回数（クラスタ数）を５回とす
る。これに限らず、繰り返し撮像回数（クラスタ数）は任意の回数に設定してよい。
【０１０６】
　また断層画像撮影装置１００はＳＬＯ画像の取得も行い、ＳＬＯ動画像に基づく追尾処
理を実行する。
【０１０７】
　なおクラスタ数が２以上の場合、繰り返しＯＣＴＡ撮影における追尾処理に用いる基準
ＳＬＯ画像は１回目のクラスタ撮影時に設定した基準ＳＬＯ画像とし、全てのクラスタ撮
影において共通の基準ＳＬＯ画像を用いる。また２回目以降のクラスタ撮影中は、
・左右眼の選択
・追尾処理の実行有無
について１回目のクラスタ撮影の場合と同じ設定値を用いる（変更しない）ものとする。
【０１０８】
　＜ステップ１００４＞
　画像取得部１０１－０１及び画像処理部１０１－０４は、位置合わせ部１０１－４１が
同一クラスタに属する断層画像同士の位置合わせとクラスタ間の断層画像の位置合わせを
行い、該位置合わせ済断層画像を用いてモーションコントラスト画像を生成する。
【０１０９】
　モーションコントラストデータ生成部１０１－１２が同一クラスタ内の隣接する断層画
像間でモーションコントラストを算出する。本実施形態では、モーションコントラストと
して脱相関値Ｍｘｙを以下の式（２）に基づき求める。
【０１１０】
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【数１】

【０１１１】
　ここで、Ａｘｙは断層画像データＡの位置（ｘ，ｙ）における（ＦＦＴ処理後の複素数
データの）振幅、Ｂｘｙは断層データＢの同一位置（ｘ，ｙ）における振幅を示している
。０≦Ｍｘｙ≦１であり、両振幅値の差異が大きいほど１に近い値をとる。式（２）のよ
うな脱相関演算処理を（同一クラスタに属する）任意の隣接する断層画像間で行い、得ら
れた（１クラスタあたりの断層画像数－１）個のモーションコントラスト値の平均を画素
値として持つ画像を最終的なモーションコントラスト画像として生成する。
【０１１２】
　なお、ここではＦＦＴ処理後の複素数データの振幅に基づいてモーションコントラスト
を計算したが、モーションコントラストの計算法は上記に限定されない。例えば複素数デ
ータの位相情報に基づいてモーションコントラストを計算してもよいし、振幅と位相の両
方の情報に基づいてモーションコントラストを計算してもよい。あるいは、複素数データ
の実部や虚部に基づいてモーションコントラストを計算してもよい。
【０１１３】
　また、本実施形態ではモーションコントラストとして脱相関値を計算したが、モーショ
ンコントラストの計算法はこれに限定されない。例えば二つの値の差分に基づいてモーシ
ョンコントラストを計算しても良いし、二つの値の比に基づいてモーションコントラスト
を計算してもよい。
【０１１４】
　さらに、上記では取得された複数の脱相関値の平均値を求めることで最終的なモーショ
ンコントラスト画像を得ているが、本発明はこれに限定されない。例えば取得された複数
の脱相関値の中央値、あるいは最大値を画素値として持つ画像を最終的なモーションコン
トラスト画像として生成しても良い。
【０１１５】
　画像処理部１０１－０４は、繰り返しＯＣＴＡ撮影を通して得られたモーションコント
ラスト画像群を３次元的に位置合わせし、加算平均することで高コントラストな合成モー
ションコントラスト画像を生成する。なお、合成処理は単純加算平均に限定されない。例
えば各モーションコントラスト画像の輝度値に対して任意の重みづけをした上で平均した
値でもよいし、中央値をはじめとする任意の統計値を算出してもよい。また位置合わせ処
理を２次元的に行う場合も本発明に含まれる。
【０１１６】
　なお、合成部１０１－４５が合成処理に不適なモーションコントラスト画像が含まれて
いるか否かを判定した上で、不適と判定したモーションコントラスト画像を除いて合成処
理を行うよう構成してもよい。例えば、各モーションコントラスト画像に対して評価値（
例えば脱相関値の平均値や中央値）が所定の範囲外である場合に、合成処理に不適と判定
すればよい。
【０１１７】
　本実施形態では合成部１０１－４５がモーションコントラスト画像を３次元的に合成し
た後、補正部１０１－４４がモーションコントラスト画像内に生じるプロジェクションア
ーチファクトを３次元的に抑制する処理を行う。
【０１１８】
　ここで、プロジェクションアーチファクトは網膜表層血管内のモーションコントラスト
が深層側（網膜深層や網膜外層・脈絡膜）に映り込み、実際には血管の存在しない深層側
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の領域に高い脱相関値が生じる現象を指す。補正部１０１－４４は、３次元の合成モーシ
ョンコントラスト画像上に生じたプロジェクションアーチファクトを抑制する処理を実行
する。任意の公知のプロジェクションアーチファクト抑制手法を用いてよいが、本実施形
態ではＳｔｅｐ－ｄｏｗｎ　Ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ　Ｆｉｌｔｅｒｉｎｇを用いる。Ｓ
ｔｅｐ－ｄｏｗｎ　Ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ　Ｆｉｌｔｅｒｉｎｇでは、３次元モーショ
ンコントラスト画像上の各Ａスキャンデータに対して式（３）で表される処理を実行する
ことにより、プロジェクションアーチファクトを抑制する。
【０１１９】
【数２】

【０１２０】
　ここで、γは負の値を持つ減衰係数、Ｄ（ｘ，ｙ，ｚ）はプロジェクションアーチファ
クト抑制処理前の脱相関値、ＤＥ（ｘ，ｙ，ｚ）は該抑制処理後の脱相関値を表す。
【０１２１】
　最後に、画像処理装置１０１は取得した画像群（ＳＬＯ画像や断層画像）と該画像群の
撮影条件データや、生成したモーションコントラスト画像と付随する生成条件データを検
査日時、披検眼を同定する情報と関連付けて外部記憶部１０２へ保存する。
【０１２２】
　＜ステップ１００５＞
　重み付け部１０１－４４２は、Ｓ１００３で血管取得部１０１－４２１が生成した血管
候補領域の分布に関する情報を用いてモーションコントラスト画像の血管候補領域におけ
る輝度値を重み付けした重み付きモーションコントラスト画像を生成する。次に、高次元
変換部１０１－４４１１が高次元平滑化モーションコントラスト画像を生成し、低次元変
換部１０１－４４１２が該重み付きモーションコントラスト画像に対して速軸方向に平滑
化処理を行った低次元平滑化モーションコントラスト画像を生成する。さらに演算部１０
１－４４３が該高次元平滑化モーションコントラスト画像と該低次元平滑化モーションコ
ントラスト画像との演算処理によりモーションコントラスト画像用の輝度補正係数マップ
を生成する。
【０１２３】
　なお、輝度補正係数マップ生成処理の詳細はＳ５１１～Ｓ５１６で説明する。
【０１２４】
　＜ステップ１００６＞
　補正部１０１－４４は、モーションコントラスト画像の各画素に対してＳ１００５で算
出した輝度補正係数値を乗算することにより、輝度段差補正済のモーションコントラスト
画像を生成する。なお、輝度補正係数の適用方法は乗算に限定されるものではなく、任意
の公知の演算方法を適用してよい。また、輝度補正係数値を用いて３次元モーションコン
トラスト画像の少なくとも一部が補正されれば良い。このとき、３次元モーションコント
ラスト画像の少なくとも一部には、Ｃスキャンのモーションコントラスト画像等も含まれ
る。
【０１２５】
　＜ステップ１００７＞
　表示制御部１０１－０５は、Ｓ１００６で生成した輝度補正済のモーションコントラス
ト画像を表示部１０４に表示する。また操作者が入力部１０３を用いて表示部１０４に表
示された非図示のボタンもしくはショートカットメニューを選択することで、該輝度補正
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済モーションコントラスト画像を記憶部１０１－０２もしくは外部記憶部１０２に保存す
る。なお、画像生成手段の一例である画像処理部１０１－０４が、補正された少なくとも
一部の３次元モーションコントラスト画像に基づく少なくとも１つの正面画像（正面モー
ションコントラスト画像）を生成することが好ましい。このとき、表示制御部１０１－０
５は、生成された少なくとも１つの正面画像を表示部１０４に表示させることが好ましい
。
【０１２６】
　本実施形態では、図１３のＲｅｐｏｒｔボタン１３１２を押下することにより、レポー
ト画面１３００を表示部１０４に表示する。レポート画面１３００の左下に輝度段差補正
済正面断層画像１３０９を表示しており、投影範囲に関してはリストボックス１３１０に
表示されたリストから操作者が選択することで変更できる。該レポート画面１３００左上
のＳＬＯ画像上に、輝度段差補正済の正面断層画像もしくは正面モーションコントラスト
画像を重畳表示する。またレポート画面１３００中央の上下に投影深度範囲の異なる輝度
段差補正済モーションコントラスト画像１３０１、１３０５を表示している。輝度段差補
正済正面モーションコントラスト画像の投影範囲はリストボックスに表示された既定の深
度範囲セット（１３０２及び１３０６）から操作者が選択することで変更できる。また、
投影範囲の指定に用いる層境界の種類とオフセット位置を１３０３や１３０７のようなユ
ーザインターフェースから変更したり、断層像上に重畳した層境界データ（１３０４及び
１３０８）を入力部１０３から操作して移動させたりして投影範囲を変更できる。
【０１２７】
　さらに、輝度段差補正済モーションコントラスト画像の画像投影法やプロジェクション
アーチファクト抑制処理の有無を例えばコンテキストメニューのようなユーザインターフ
ェースから選択することにより変更してもよい。
【０１２８】
　さらに操作者が複数のモーションコントラスト画像を合成するための合成指示ボタン１
３１１を押下することにより、輝度段差補正済の合成モーションコントラスト画像を生成
してもよい。図１３の合成指示ボタンは重ね合わせ処理の場合の例を示しているが、これ
に限らず貼り合わせ処理に関する合成指示である場合も本発明に含まれる。
【０１２９】
　なお断層画像もしくはモーションコントラスト画像に対する輝度段差補正処理の適用可
否を指定するユーザインターフェース（１３１３）を選択することで、輝度段差補正処理
の適用可否を変更した断層画像もしくはモーションコントラスト画像を表示させてもよい
。例えば、図１３の１３１３に示したようなチェックボックスの選択／非選択に応じて、
レポート画面１３００に表示する断層画像やモーションコントラスト画像に対する輝度段
差補正処理の適用状態（適用する／適用しない）を切り替えてよい。ユーザインターフェ
ースはチェックボックスに限定されるものではなく、任意の公知のユーザインターフェー
スを用いてよい。また、輝度段差補正処理の適用可否を断層画像とモーションコントラス
ト画像とで独立に指示可能なユーザインターフェースを備えてもよい。例えば断層画像と
モーションコントラスト画像とで別々の指示ボタンを備えてもよいし、単独のユーザイン
ターフェースで、４種類の選択肢（（１）両方に対して適用（２）断層画像に対してのみ
適用（３）モーションコントラスト画像に対してのみ（４）どちらに対しても適用しない
）の中から選択するよう構成してもよい。あるいは、輝度段差補正処理を適用した断層画
像もしくはモーションコントラスト画像と、輝度段差補正処理を適用していない断層画像
もしくはモーションコントラスト画像とを並べて表示部１０４に表示させてもよい。
【０１３０】
　次に、図５（ｂ）に示すフローチャートを参照しながら、Ｓ１００５で実行される処理
の詳細について説明する。
【０１３１】
　＜ステップ５１１＞
　補正部１０１－４４は、Ｓ１００４でモーションコントラストデータ生成部１０１－１
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２及び合成部１０１－４５が生成したモーションコントラスト画像及び合成モーションコ
ントラスト画像を取得する。次に、操作者が表示部１０４に表示されたユーザインターフ
ェースを介して所望の投影深度範囲と該投影深度範囲に対応する正面モーションコントラ
スト画像の生成を指示する。投影部１０１－４３は、指示された深度範囲で投影し、正面
モーションコントラスト画像（図１１（ａ））を生成する。なお、本実施形態では、３次
元モーションコントラスト画像の投影処理として、眼底正面に対応する面内の各画素に対
応する深度方向のモーションコントラストデータの最大値を該画素の画素値としている。
しかしながら投影処理はこのような最大値投影に限られず、任意の公知の投影方法を用い
てよい。例えば、各画素に対応する深度方向のモーションコントラストデータの中央値や
最大値、最頻値等を画素値としてもよい。
【０１３２】
　＜ステップ５１２＞
　高次元変換部１０１－４４１１は、正面モーションコントラスト画像の輝度値を２次元
で平滑化することにより、高次元概略値分布を算出する。本実施形態では、高次元変換部
１０１－４４１１は、Ｓ５１１で生成した正面モーションコントラスト画像における各画
素の輝度値を２次元で平滑化することにより、図１１（ｃ）に示すようなモーションコン
トラスト画像の輝度値に関する高次元概略値分布を算出する。
【０１３３】
　なお、本実施形態では、概略値分布を算出する処理の例として平滑化処理を行ったが、
後述するようにＣｌｏｓｉｎｇ処理やＯｐｅｎｉｎｇ処理等のモルフォロジー演算を行っ
てもよい。また平滑化処理は任意の空間フィルタを用いて平滑化もよいし、高速フーリエ
変換（ＦＦＴ）等を用いてモーションコントラストデータを周波数変換した上で、高周波
成分を抑制することで平滑化してもよい。ＦＦＴを用いる場合、畳み込み演算が不要にな
るため、高速に平滑化処理を実行できる。
【０１３４】
　＜ステップ５１３＞
　重み付け部１０１－４４２は、血管取得部１０１－４２１から血管候補領域マップＶ（
ｘ，ｙ）（図７（ｄ））を取得する。
【０１３５】
　＜ステップ５１４＞
　重み付け部１０１－４４２は、血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）の値を用いてモーショ
ンコントラスト画像の該血管候補領域における輝度値を重み付けする。なお、この重み付
けは、第２の概略値分布の一例である低次元概略値分布を取得する際に、３次元モーショ
ンコントラスト画像を取得する際に使用される測定光の速軸方向に沿って存在する血管も
しくは出血領域である所定の組織と、それ以外の領域とに対して実行される異なる算出処
理の一例である。また、この重み付けは、本発明において必須ではない。
【０１３６】
　本実施形態では、血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）の値（血管らしさ）が高い領域ほど
、Ｓ５１１で取得した正面モーションコントラスト画像における該高い領域に対応する領
域の輝度値が、Ｓ５１２で算出した高次元概略値Ｍ＿２ｄｓ（ｘ，ｙ）に近づくように、
また、該Ｖ（ｘ，ｙ）の値が低い領域ほど、Ｓ５１１で取得した正面モーションコントラ
スト画像の輝度値Ｍ（ｘ，ｙ）をできるだけ維持するように、正面モーションコントラス
ト画像を重み付けした重み付き正面モーションコントラスト画像Ｍ＿ｗ（ｘ，ｙ）を生成
する。具体的には、以下として算出すれば良い。
　Ｍ＿ｗ（ｘ，ｙ）＝（１．０－Ｖ（ｘ，ｙ））＊Ｍ（ｘ，ｙ）＋Ｖ（ｘ，ｙ）＊Ｍ＿２
ｄｓ（ｘ，ｙ）
【０１３７】
　図１１（ｅ）に重み付き正面モーションコントラスト画像Ｍ＿ｗ（ｘ，ｙ）の例を示す
。
【０１３８】
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　なお、ここで示した血管候補領域の輝度値に対する重み付け法はあくまで例であり、速
軸方向に走行する血管候補領域の輝度値を減少させる処理もしくは該血管候補領域近傍の
輝度値に近づける処理であれば任意の重み付けを行ってもよい。
【０１３９】
　＜ステップ５１５＞
　低次元変換部１０１－４４１２は、モーションコントラスト画像の輝度値に関する低次
元の概略値分布を算出する。具体的には、血管候補領域の輝度値を重み付けした正面モー
ションコントラスト画像の各画素の輝度値に対し、速軸方向に関する概略値分布を算出す
る処理（平滑化処理やモルフォロジー演算）を行う。図１１（ｆ）に本ステップで算出し
た低次元概略値分布の例を示す。速軸方向に走行する血管領域の輝度値が抑制された画像
に対して、低次元変換（速軸方向の平滑化）処理を行うために、「速軸方向に走行する血
管領域」が帯状の高輝度領域として残存する問題を回避できる。
【０１４０】
　＜ステップ５１６＞
　演算部１０１－４４３は、モーションコントラスト画像の高次元概略値分布と、モーシ
ョンコントラスト画像の低次元概略値分布とを演算することにより、モーションコントラ
スト画像用の輝度補正係数分布を算出する。
【０１４１】
　本実施形態ではＳ５１２で生成した２次元平滑化モーションコントラスト画像の輝度値
とＳ５１５で生成した重み付き速軸方向平滑化モーションコントラスト画像の輝度値との
除算により、モーションコントラスト画像用の輝度補正係数マップ（図１１（ｇ））を生
成する。
【０１４２】
　次に、図１２（ａ）～図１２（ｇ）を用いて血管候補領域に対する輝度重み付けの効果
（輝度段差アーチファクトのみを選択的に抑制しやすくする）について説明する。図１２
（ａ）は帯状の輝度段差（白線）と、速軸方向に走行する血管領域の双方を含むモーショ
ンコントラスト画像の例である。速軸方向に走行する血管領域の輝度値を過抑制すること
なく、帯状の輝度段差のみ選択的に抑制する必要がある。
【０１４３】
　血管候補領域に対する輝度重み付けを実施せずにＳ５１５の低次元変換処理、Ｓ５１６
の輝度補正係数マップ算出処理、Ｓ１００６の輝度段差補正処理を各々実行した場合の処
理結果の例を図１２（ｂ）、同図（ｄ）、同図（ｆ）に示す。図１２（ｂ）の白矢印で示
した（速軸方向に走行する）血管領域において高輝度領域が帯状に残存し、輝度段差に類
似している。そのため、図１２（ｄ）の白矢印で示した血管領域では輝度段差でないにも
関わらず低い補正係数値が算出され、Ｓ１００６の輝度段差補正処理において速軸方向に
走行する血管及びその近傍領域の輝度値の過抑制が生じる（図１２（ｆ）の白矢印で示し
た領域）。
【０１４４】
　一方、血管候補領域に対する輝度重み付けを実施してからＳ５１５の低次元変換処理、
Ｓ５１６の輝度補正係数マップ算出処理、Ｓ１００６の輝度段差補正処理を各々実行した
場合の処理結果を図１２（ｃ）、同図（ｅ）、同図（ｇ）に示す。図１２（ｃ）において
、速軸方向に走行する血管領域に対応する帯状の高輝度領域は生じていない。そのため、
図１２（ｅ）でも血管領域に対して適切な補正係数値が算出され、Ｓ１００６の輝度段差
補正処理においても速軸方向に走行する血管及びその近傍領域の輝度値に対する過抑制は
見られない（図１２（ｇ））。
【０１４５】
　なお、本実施形態においては正面モーションコントラスト画像上に生じた帯状の輝度段
差を抑制する（輝度段差補正済の正面モーションコントラスト画像を生成する）方法につ
いて説明したが、本発明はこれに限定されない。以下の手順で３次元モーションコントラ
スト画像上に生じた帯状の輝度段差を抑制し、輝度段差補正済の３次元モーションコント
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ラスト画像を生成してもよい。
【０１４６】
　すなわち、多数の異なる投影深度範囲で正面モーションコントラスト画像を生成してお
き、各正面モーションコントラスト画像に対して輝度段差補正係数マップを生成しておく
。次に３次元モーションコントラスト画像上の各画素の輝度値に対して、該各画素が属す
る投影深度範囲に対応する輝度段差補正係数マップの値（補正係数値）を演算することに
よって輝度段差補正済の３次元モーションコントラスト画像を生成できる。異なる投影深
度範囲として、例えば網膜表層・網膜深層・網膜外層・脈絡膜の４種類が挙げられる。あ
るいは、網膜及び脈絡膜に属する各層の種類を指定してもよい。
【０１４７】
　また、輝度段差を補正するタイミングは、予め上述の手順で輝度段差補正済の３次元断
層画像もしくは３次元モーションコントラスト画像を生成しておき、操作者から正面断層
画像もしくは正面モーションコントラスト画像の生成指示があった時点でその正面画像を
生成・表示してよい。輝度段差補正済の３次元断層画像もしくは３次元モーションコント
ラスト画像の生成タイミングの例として、例えば断層画像の撮影直後、再構成時、保存時
が挙げられる。あるいは、操作者から正面断層画像もしくは正面モーションコントラスト
画像の生成指示があった時点で（該指示で指定された投影深度範囲に対して）輝度段差補
正を実施し、輝度段差補正済の正面断層画像もしくは正面モーションコントラスト画像を
表示してもよい。正面断層画像の生成指示ユーザインターフェースとして、例えば図１３
に示したリストボックス１３１０が挙げられる。また、正面モーションコントラスト画像
の生成指示ユーザインターフェースとして、例えば図１３に示した投影深度範囲指定・変
更用ユーザインターフェース（１３０２、１３０３、１３０４、１３０６、１３０７、１
３０８）が挙げられる。なお事前に、もしくは操作者からの合成（重ね合わせもしくは貼
り合わせ）指示に基づいて、各断層画像もしくはモーションコントラスト画像に対して輝
度段差補正を実行し、それから合成してもよい。あるいは、合成画像（重ね合わせ画像も
しくは貼り合わせ画像）に対して輝度段差補正を実施して表示部１０４に表示させてもよ
い。
【０１４８】
　さらに、本発明はいわゆる３－Ｄスキャンで撮影した場合に生じるモーションコントラ
スト画像上の帯状輝度段差の補正に限られるものではなく、種々のスキャンパターンで撮
影した場合のモーションコントラスト画像上の遅軸方向に生じる輝度段差補正にも適用で
きる。例えば、半径の異なる多数のサークルスキャンや、ラジアルスキャンで撮影した場
合の遅軸方向に生じる輝度段差を補正する場合も本発明に含まれる。
【０１４９】
　以上述べた構成によれば、画像処理装置１０１はＯＣＴを用いたクラスタ撮影により得
られた被検眼の断層画像から生成したモーションコントラスト画像の遅軸方向に生じた様
々な輝度段差アーチファクトをロバストに抑制するために、以下の画像処理を行う。すな
わち、高次元平滑化モーションコントラスト画像の輝度値に対して、第１実施形態と同様
の方法で取得した血管候補領域の輝度値を重み付けした後に速軸方向に平滑化したモーシ
ョンコントラスト画像の輝度値を除算することで、輝度補正係数マップを生成する。さら
に、断層画像に対して輝度補正係数を乗算することで、モーションコントラスト画像の遅
軸方向に生じた輝度段差アーチファクトをロバストに抑制する。これにより、被検眼のモ
ーションコントラスト画像の遅軸方向に生じた輝度段差をロバストに抑制できる。
【０１５０】
　［第３の実施形態］
　本実施形態に係る画像処理装置は、撮影確認画面において、上述した輝度段差アーチフ
ァクト抑制処理等の各種のアーチファクト低減処理が適用されていない正面画像（正面断
層画像または正面モーションコントラスト画像）等の医用画像を表示し、一方、レポート
画面では、アーチファクト低減処理が適用された医用画像を表示するものである。これに
より、操作者は、例えば、撮影後の表示画面（撮影確認画面）においては、撮影成否（あ



(26) JP 2020-146433 A 2020.9.17

10

20

30

40

50

るいは撮影失敗の程度）を容易に把握するために、各種処理ができるだけ施されていない
状態の医用画像を確認することができる。また、操作者は、例えば、他の表示画面（レポ
ート画面）においては、解析結果等を把握するために、解析に対しては不要な各種のアー
チファクトができるだけ低減された医用画像を確認することができる。このため、操作者
が目的に適した医用画像を確認可能とすることができる。
【０１５１】
　なお、本実施形態におけるアーチファクトは、上述した輝度段差アーチファクトに限ら
ず、上述した目的の範囲であれば何でも良い。例えば、本実施形態におけるアーチファク
トは、ＯＣＴＡにおけるプロジェクションアーチファクト（上層の血管の影の揺らぎをモ
ーションコントラストとして誤検出することによって、下層において本来存在しない血管
が描出されたもの）であっても良い。また、各種のアーチファクト低減処理自体は、撮影
直後に実行開始されても良いし、撮影確認画面からレポート画面に遷移後に実行開始され
ても良い。また、画像処理部１０１－０４は、各種のアーチファクトが低減された正面画
像を生成する生成手段の一例である。また、撮影確認画面は、第１の正面画像の一例であ
り、レポート画面は第２の表示画面の一例である。また、レポート画面は、撮影確認画面
から切り換わった後の表示画面の一つであり、各種処理後の画像や解析結果等を操作者が
確認するための表示画面である。
【０１５２】
　また、本実施形態に係る画像処理装置は、断層画像もしくはモーションコントラスト画
像の遅軸方向に生じた輝度段差アーチファクト抑制処理の適用要否に関する指示を受け付
ける受付部を備えても良い。これにより、該受付部が撮影確認画面・レポート画面の各々
で受け付けた該抑制処理の適用要否に関する指示に応じ、表示制御部が断層画像もしくは
モーションコントラスト画像を該輝度段差アーチファクト抑制処理適用済、もしくは非適
用の状態で表示部に表示させることができる。具体的には、撮影確認画面とレポート画面
とで、断層画像及びモーションコントラスト画像を表示する際の輝度段差アーチファクト
抑制処理の適用に関する設定を異ならせる場合について説明する。
【０１５３】
　本実施形態に係る画像処理装置は、受付部（非図示）を備える点が第１実施形態もしく
は第２実施形態の場合と異なる。また、本実施形態での画像処理フローは第２実施形態の
場合（図１０）と同様である。なお、図１０においてＳ１００１～Ｓ１００４は第２実施
形態の場合と同様であるので説明は省略する。
【０１５４】
　＜ステップ１００５＞
　重み付け部１０１－４４２は、第２実施形態のＳ１００５と同様の処理を行うことによ
りモーションコントラスト画像用の輝度補正係数マップを生成する。なお、本実施形態で
は重み付け部１０１－４４２が第１実施形態のＳ３０４と同様の処理を行うことにより、
断層画像用の輝度補正係数マップも生成するものとする。
【０１５５】
　＜ステップ１００６＞
　補正部１０１－４４は、モーションコントラスト画像の各画素に対してＳ１００５で算
出したモーションコントラスト画像用の輝度補正係数値を乗算することにより、輝度段差
補正済のモーションコントラスト画像を生成する。また、本実施形態では補正部１０１－
４４が断層画像の各画素に対してＳ１００５で算出した断層画像用の輝度補正係数値を乗
算することにより、輝度段差補正済の断層画像も生成しておく。
【０１５６】
　＜ステップ１００７＞
　Ｓ１００２で生成した断層画像やＳ１００４で生成したモーションコントラスト画像、
補正部１０１－４４が生成した輝度段差補正済のモーションコントラスト画像及び断層画
像に基づき、表示制御部１０１－０５が表示部１０４に撮影確認画面（図１４）を表示す
る。本撮影確認画面においては、左上に眼底画像１４０１、左下に正面断層画像１４０２
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、該正面断層画像の各走査位置（１４０２ａ・１４０２ｂ・１４０２ｃ）に対応するＢス
キャン断層画像（１４０６ａ・１４０６ｂ・１４０６ｃ）を表示する。また取得した断層
画像の画質指標値１４０５や、取得した３次元の断層画像の各スライスを自動で連続表示
するための指示ボタン１４０４も備える。操作者は、該撮影確認画面に表示された断層画
像やモーションコントラスト画像に基づき、撮影した断層画像の保存可否に関する指示（
ＯＫボタン１４０７もしくはＮＧボタン１４０８の押下）や繰り返し撮影の継続に関する
指示（Ｒｅｐｅａｔボタン１４０９の押下）を行う。受付部が受け付けた該指示に基づい
て画像処理装置が対応するデータ保存・撮影継続処理を行う。さらに、第２実施形態のＳ
１００７と同様にＲｅｐｏｒｔボタン１３１２を押下することで、表示制御部１０１－０
５がレポート画面１３００を表示部１０４に表示する。
【０１５７】
　撮影確認画面（図１４）においては左下に正面断層画像１４０２を表示し、モーション
コントラスト画像の生成及び輝度段差補正処理が終わった段階で正面モーションコントラ
スト画像（図１５（ｂ））の表示に切り替える。本実施形態では、撮影確認画面の左側最
下部に該撮影確認画面に表示する断層画像もしくはモーションコントラスト画像に対する
輝度段差補正処理の適用可否を指示するためのユーザインターフェース１４０３を備える
ものとする。図１４では該ユーザインターフェース１４０３の例としてＩｍａｇｅ　Ｑｕ
ａｌｉｔｙ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔと表記されたチェックボックスが表示され、該チェ
ックボックスを非選択の状態（ＯＦＦの状態）を表している。このような選択状態の場合
には、表示制御部１０１－０５は断層画像やモーションコントラスト画像を輝度段差補正
処理非適用の状態（例えばモーションコントラスト画像においては、図１５（ｂ）のよう
な状態）で表示部１０４に表示する。一方、該チェックボックスが選択された状態（ＯＮ
）の場合は断層画像やモーションコントラスト画像を輝度段差補正処理適用済の状態（図
１５（ａ）や図１５（ｃ））で表示部１０４に表示する。なお、第２実施形態の場合と同
様に、本撮影確認画面における輝度段差補正処理の適用可否を断層画像とモーションコン
トラスト画像とで独立に指示可能なユーザインターフェースを備えてもよい。例えば断層
画像とモーションコントラスト画像とで別々の該指示ユーザインターフェースを備えても
よいし、単独のユーザインターフェースで、４種類の選択肢（（１）両方に対して適用（
２）断層画像に対してのみ適用（３）モーションコントラスト画像に対してのみ（４）ど
ちらに対しても適用しない）の中から選択するよう構成してもよい。例えば（１）を選択
することで実際の診療で用いる断層画像及びモーションコントラスト画像の画質を把握し
た上で断層画像の保存や繰り返し撮影継続の可否を指示できる。また（４）を選択するこ
とにより、断層画像の撮影不良箇所（低輝度領域）やモーションコントラスト画像を生成
する際に白線を生じる原因となる断層画像間の位置ずれがどの程度、どこに存在するか把
握した上で断層画像の保存や繰り返し撮影継続の可否を指示できる。あるいは、（３）を
選択することで断層画像の撮影不良個所を把握しつつ、最終的なモーションコントラスト
画像の画質を理解した状態で断層画像の保存や繰り返し撮影継続の可否を指示できる。細
かな断層画像間の位置ずれのみ把握したい場合は、（２）を選択すればよい。
【０１５８】
　また、断層画像やモーションコントラスト画像に対する輝度段差補正処理の適用可否に
関するユーザインターフェースは、撮影確認画面とレポート画面との間で独立に設定可能
に構成してよい。例えば、断層画像やモーションコントラスト画像に対する該輝度段差補
正処理を撮影画面においては非適用の状態、レポート画面においては適用済の状態で各々
表示するような指示が選択された状態を該ユーザインターフェースのデフォルト設定とし
てよい。このように構成することで、撮影確認時には撮影失敗箇所を容易に把握でき、レ
ポート画面においては診療に適した高画質な断層画像やモーションコントラスト画像を観
察できる。
【０１５９】
　このとき、表示画面が遷移した際に、表示画面の遷移前に選択された指示が遷移後にも
反映されるように構成されても良い。例えば、撮影確認画面において選択された指示が、
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レポート画面に遷移された後にも反映されるように構成されても良い。また、例えば、レ
ポート画面であって、所定の日時に得た画像が表示されている表示画面において選択され
た指示が、経過観察用の表示画面に遷移された後にも反映されるように構成されても良い
。また、経過観察用の表示画面において選択された指示が、異なる日時の複数の画像に対
して一括して反映されるように構成されても良い。これらにより、操作者の利便性を向上
することができる。
【０１６０】
　さらに、撮影確認画面やレポート画面において適用可否を指定するユーザインターフェ
ースが対象とする補正処理は輝度段差補正処理に限定されず、任意の公知の高画質化処理
を選択可能に構成してもよい。例えば、撮影確認画面において機械学習による高画質化処
理の適用可否の指示を受け付けるユーザインターフェースを備え、該ユーザインターフェ
ースの選択状態に応じて断層画像もしくはモーションコントラスト画像に対する該高画質
化処理の適用／非適用を切り替えて表示してもよい。
【０１６１】
　なお撮影確認画面やレポート画面において、所定のユーザインターフェースもしくはス
クリプトにより輝度段差補正処理の適用・非適用を切り替えて断層画像もしくはモーショ
ンコントラスト画像を表示してもよい。あるいは、輝度段差補正処理適用済の断層画像も
しくはモーションコントラスト画像と、輝度段差補正処理を適用していない断層画像もし
くはモーションコントラスト画像とを並べて表示するよう画像処理装置１０１を構成して
もよい。
【０１６２】
　以上述べた構成によれば、画像処理装置１０１は断層画像もしくはモーションコントラ
スト画像の遅軸方向に生じた輝度段差アーチファクト抑制処理の適用要否に関する指示を
受け付ける受付部を備えてもよい。これにより、該受付部が撮影確認画面・レポート画面
の各々で受け付けた該抑制処理の適用要否に関する指示に応じ、表示制御部が断層画像も
しくはモーションコントラスト画像を該輝度段差アーチファクト抑制処理適用済、もしく
は非適用の状態で表示部に表示させることができる。このため、撮影確認時には撮影失敗
箇所を容易に確認でき、レポート画面観察時には診療に適した高画質な断層画像やモーシ
ョンコントラスト画像を観察できる。
【０１６３】
　（変形例１）
　上述した様々な実施形態における撮影確認画面において、表示制御部が、正面画像（正
面断層画像または正面モーションコントラスト画像）における各種アーチファクト（例え
ば、輝度段差アーチファクト）の状態の判定結果（分類結果）を、正面画像と一緒に表示
させても良い。ここで、アーチファクトの状態とは、例えば、アーチファクトの有無であ
る。このとき、例えば、少なくとも１つの被検眼の複数の正面画像に対して各種アーチフ
ァクトの状態（例えば、有無）のラベルを付けておき、そのラベルを付けた複数の正面画
像による機械学習により得た学習済モデルを用いて、入力された正面画像において各種ア
ーチファクトの状態（例えば、各種アーチファクトが存在すること）が撮影確認画面に表
示される。すなわち、上述した学習済モデルを用いて得たアーチファクトの状態の判定結
果を撮影確認画面に表示させることができる。これにより、例えば、学習済モデルを用い
ることにより、精度良く判定しつつ、処理時間を短縮することができる。このため、検者
は、撮影直後であっても精度の良い判定結果を確認することができる。また、例えば、撮
影直後であっても再撮影の要否等の検者による判断効率を向上させることができる。この
ため、診断の精度や効率を向上させることができる。なお、各種アーチファクトの状態の
ラベルは、ユーザインターフェースを介して操作者がマニュアル入力しても良いし、各種
アーチファクトを自動または半自動で判定するルールベースの解析による実行結果であっ
ても良い。また、アーチファクトの状態の判定結果が表示される表示画面は、撮影確認画
面に限らず、例えば、レポート画面、経過観察用の表示画面、撮影前の各種調整用のプレ
ビュー画面（各種のライブ動画像が表示される表示画面）等の少なくとも１つの表示画面
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に表示されても良い。
【０１６４】
　ここで、機械学習には、例えば、多階層のニューラルネットワークから成る深層学習（
Ｄｅｅｐ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ）がある。また、多階層のニューラルネットワークの少なく
とも１層には、例えば、畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ：Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉ
ｏｎａｌ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いることができる。ただし、機械学習と
しては、深層学習に限らず、画像等の学習データの特徴量を学習によって自ら抽出（表現
）可能なモデルであれば何でも良い。このとき、学習済モデルは、例えば、各種アーチフ
ァクトの状態に関する情報を正解データ（教師データ）とし、正面画像等の医用画像を入
力データとする学習データを用いた教師あり学習により得ても良い。また、学習済モデル
は、上述した正解データ（教師データ）を用いずに、例えば、少なくとも１つの被検眼の
複数の正面画像等の複数の医用画像を学習データとして用いた教師なし学習により得ても
良い。また、学習済モデルは、追加学習により更新されることで、例えば、操作者に適し
たモデルとしてカスタマイズされても良い。
【０１６５】
　また、画像処理部１０１－０４は、正面画像等の医用画像における各種アーチファクト
の状態を判定する判定手段（分類手段）の一例である。このとき、判定手段は、例えば、
医用画像におけるアーチファクトの有無を、アーチファクトの状態として判定（有無に分
類）することができる。また、判定手段は、例えば、医用画像におけるアーチファクトの
程度に応じた段階を、アーチファクトの状態として判定（医用画像を複数の段階のいずれ
かに分類）しても良い。このとき、複数の段階は、例えば、アーチファクトの有無であっ
ても良いし、アーチファクトが多寡や存在範囲の大きさ等に応じた複数のレベルであって
も良い。また、判定手段は、例えば、医用画像におけるアーチファクトの種類を、アーチ
ファクトの状態として評価（医用画像を複数の種類のいずれかに分類）しても良い。
【０１６６】
　また、上述した学習済モデルは、互いに対応する複数の種類の医用画像をセットとする
学習データを用いた学習により得ても良い。このとき、学習済モデルは、例えば、同一被
検眼の同一部位の（あるいは所定部位の少なくとも一部が共通する干渉信号により得た）
正面断層画像と正面モーションコントラスト画像とをセットとする学習データを用いた学
習により得ることができる。このように、互いに異なる種類である複数の医用画像をセッ
トとする学習データを用いた学習によって、アーチファクトの状態の判定だけでなく、医
用画像の特徴量に対応する種類に分類することができ、この分類の精度を向上させること
ができる。
【０１６７】
　また、上述した様々な実施形態におけるレポート画面において、所望の層の層厚や各種
の血管密度等の解析結果を表示させても良い。このとき、例えば、各種のアーチファクト
低減処理が適用された医用画像を解析することで、精度の良い解析結果を表示させること
ができる。また、解析結果は、解析マップや、各分割領域に対応する統計値を示すセクタ
ー等で表示されても良い。なお、上述した学習済モデルは、医用画像の解析結果を学習デ
ータとして用いた学習により得たものであっても良い。また、学習済モデルは、医用画像
とその医用画像の解析結果とを含む学習データや、医用画像とその医用画像とは異なる種
類の医用画像の解析結果とを含む学習データ等を用いた学習により得たものであっても良
い。また、学習済モデルは、正面断層画像及び正面モーションコントラスト画像のように
、所定部位の異なる種類の複数の医用画像をセットとする入力データを含む学習データを
用いた学習により得たものであっても良い。
【０１６８】
　また、上述した様々な実施形態におけるレポート画面において、緑内障や加齢黄斑変性
等の種々の診断結果を表示させても良い。このとき、例えば、各種のアーチファクト低減
処理が適用された医用画像を解析することで、精度の良い診断結果を表示させることがで
きる。また、診断結果は、特定された異常部位の位置を画像上に表示されても良いし、ま
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た、異常部位の状態等を文字等によって表示されても良い。なお、上述した学習済モデル
は、医用画像の診断結果を学習データとして用いた学習により得たものであっても良い。
また、学習済モデルは、医用画像とその医用画像の診断結果とを含む学習データや、医用
画像とその医用画像とは異なる種類の医用画像の診断結果とを含む学習データ等を用いた
学習により得たものであっても良い。
【０１６９】
　また、上述した学習済モデルは、被検者の所定部位の異なる種類の複数の医用画像をセ
ットとする入力データを含む学習データにより学習して得た学習済モデルであっても良い
。このとき、学習データに含まれる入力データは、例えば、眼底のモーションコントラス
ト正面画像及び輝度正面画像（あるいは輝度断層画像）をセットとする入力データや、眼
底の断層画像（Ｂスキャン画像）及びカラー眼底画像（あるいは蛍光眼底画像）をセット
とする入力データ等が考えられる。また、異なる種類の複数の医療画像は、異なるもモダ
リティ、異なる光学系、異なる原理等により取得されたものであれば何でも良い。また、
上述した学習済モデルは、被検者の異なる部位の複数の医用画像をセットとする入力デー
タを含む学習データにより学習して得た学習済モデルであっても良い。このとき、学習デ
ータに含まれる入力データは、例えば、眼底の断層画像（Ｂスキャン画像）と前眼部の断
層画像（Ｂスキャン画像）とをセットとする入力データや、眼底の黄斑の３次元ＯＣＴ画
像と眼底の視神経乳頭のサークルスキャン（またはラスタスキャン）断層画像とをセット
とする入力データ等が考えられる。なお、学習データに含まれる入力データは、被検者の
異なる部位及び異なる種類の複数の医用画像であっても良い。このとき、学習データに含
まれる入力データは、例えば、前眼部の断層画像とカラー眼底画像とをセットとする入力
データ等が考えられる。また、上述した学習済モデルは、被検者の所定部位の異なる撮影
画角の複数の医用画像をセットとする入力データを含む学習データにより学習して得た学
習済モデルであっても良い。また、学習データに含まれる入力データは、パノラマ画像の
ように、所定部位を複数領域に時分割して得た複数の医用画像を貼り合わせたものであっ
ても良い。また、学習データに含まれる入力データは、被検者の所定部位の異なる日時の
複数の医用画像をセットとする入力データであっても良い。
【０１７０】
　また、上述した解析結果と診断結果とのうち少なくとも１つの結果が表示される表示画
面は、レポート画面に限らず、例えば、撮影確認画面、経過観察用の表示画面、撮影前の
各種調整用のプレビュー画面（各種のライブ動画像が表示される表示画面）等の少なくと
も１つの表示画面に表示されても良い。例えば、上述した学習済モデルを用いて得た解析
結果と診断結果とのうち少なくとも１つの結果を撮影確認画面に表示させることにより、
検者は、撮影直後であっても精度の良い結果を確認することができる。
【０１７１】
　（変形例２）
　上述した様々な実施形態及び変形例におけるプレビュー画面において、ライブ動画像の
少なくとも１つのフレーム毎に上述した学習済モデルが用いられるように構成されても良
い。このとき、プレビュー画面において、異なる部位や異なる種類の複数のライブ動画像
が表示されている場合には、各ライブ動画像に対応する学習済モデルが用いられるように
構成されても良い。これにより、例えば、ライブ動画像であっても、処理時間を短縮する
ことができるため、検者は撮影開始前に精度の高い情報を得ることができる。このため、
例えば、再撮影の失敗等を低減することができるため、診断の精度や効率を向上させるこ
とができる。なお、複数のライブ動画像は、例えば、ＸＹＺ方向のアライメントのための
前眼部の動画像、眼底観察光学系のフォーカス調整やＯＣＴフォーカス調整のための眼底
の正面動画像、ＯＣＴのコヒーレンスゲート調整（測定光路長と参照光路長との光路長差
の調整）のための眼底の断層動画像等である。
【０１７２】
　また、上述した学習済モデルを適用可能な動画像は、ライブ動画像に限らず、例えば、
記憶部に記憶（保存）された動画像であっても良い。このとき、例えば、記憶部に記憶（
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保存）された眼底の断層動画像の少なくとも１つのフレーム毎に位置合わせして得た動画
像が表示画面に表示されても良い。例えば、硝子体を好適に観察したい場合には、フレー
ム上に硝子体ができるだけ存在する等の条件を基準とする基準フレームを選択し、選択さ
れた基準フレームに対して他のフレームが位置合わせされた動画像が表示画面に表示され
ても良い。
【０１７３】
　（変形例３）
　上述した様々な実施形態及び変形例においては、学習済モデルが追加学習中である場合
、追加学習中の学習済モデル自体を用いて出力（推論・予測）することが難しい可能性が
ある。このため、追加学習中の学習済モデルに対する医用画像の入力を禁止することが良
い。また、追加学習中の学習済モデルと同じ学習済モデルをもう一つ予備の学習済モデル
として用意しても良い。このとき、追加学習中には、予備の学習済モデルに対して医用画
像の入力が実行できるようにすることが良い。そして、追加学習が完了した後に、追加学
習後の学習済モデルを評価し、問題なければ、予備の学習済モデルから追加学習後の学習
済モデルに置き換えれば良い。また、問題があれば、予備の学習済モデルが用いられるよ
うにしても良い。
【０１７４】
　また、撮影部位毎に学習して得た学習済モデルを選択的に利用できるようにしても良い
。具体的には、第１の撮影部位（肺、被検眼等）を含む学習データを用いて得た第１の学
習済モデルと、第１の撮影部位とは異なる第２の撮影部位を含む学習データを用いて得た
第２の学習済モデルと、を含む複数の学習済モデルのいずれかを選択する選択手段を有し
ても良い。このとき、操作者からの指示に応じて、選択された学習済モデルに対応する撮
影部位（ヘッダの情報や、操作者により手動入力されたもの）と該撮影部位の撮影画像と
がペアとなるデータを（例えば、病院や研究所等の外部施設のサーバ等からネットワーク
を介して）検索し、検索して得たデータを学習データとする学習を、選択された学習済モ
デルに対して追加学習として実行する制御手段と、を有しても良い。これにより、学習済
モデルに対応する撮影部位の撮影画像を用いて、撮影部位毎に効率的に追加学習すること
ができる。
【０１７５】
　また、追加学習用の学習データを、病院や研究所等の外部施設のサーバ等からネットワ
ークを介して取得する際には、改ざん、追加学習時のシステムトラブル等による信頼性低
下を低減したい。そこで、デジタル署名やハッシュ化による一致性の確認を行うことで、
追加学習用の学習データの正当性を検出しても良い。これにより、追加学習用の学習デー
タを保護することができる。このとき、デジタル署名やハッシュ化による一致性の確認し
た結果として、追加学習用の学習データの正当性が検出できなかった場合には、その旨の
警告を行い、その学習データによる追加学習を行わない。
【０１７６】
　（変形例４）
　上述した様々な実施形態及び変形例において、検者からの指示は、手動による指示（例
えば、ユーザインターフェース等を用いた指示）以外にも、音声等による指示であっても
良い。このとき、例えば、機械学習により得た音声認識エンジンを含む機械学習エンジン
が用いられても良い。また、手動による指示は、キーボードやタッチパネル等を用いた文
字入力による指示であっても良い。このとき、例えば、機械学習により得た文字認識エン
ジンを含む機械学習エンジンが用いられても良い。また、検者からの指示は、ジェスチャ
ーによる指示であっても良い。このとき、機械学習により得たジェスチャー認識エンジン
を含む機械学習エンジンが用いられても良い。ここで、機械学習には、上述したような深
層学習があり、また、多階層のニューラルネットワークの少なくとも１層には、例えば、
再帰型ニューラルネットワーク（ＲＮＮ：Ｒｅｃｕｒｒｅｒｎｔ　Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）を用いることができる。
【０１７７】
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　（変形例５）
　上述した様々な実施形態及び変形例においては、被検査物は被検眼に限らず、被検者の
所定部位であればどこでも良い。また、被検者の所定部位の正面画像は、医用画像であれ
ば、何でも良い。このとき、処理される医用画像は、被検者の所定部位の画像であり、所
定部位の画像は被検者の所定部位の少なくとも一部を含む。また、当該医用画像は、被検
者の他の部位を含んでもよい。また、医用画像は、静止画像又は動画像であってよく、白
黒画像又はカラー画像であってもよい。さらに医用画像は、所定部位の構造（形態）を表
す画像でもよいし、その機能を表す画像でもよい。機能を表す画像は、例えば、ＯＣＴＡ
画像、ドップラーＯＣＴ画像、ｆＭＲＩ画像、及び超音波ドップラー画像等の血流動態（
血流量、血流速度等）を表す画像を含む。なお、被検者の所定部位は、撮影対象に応じて
決定されてよく、人眼（被検眼）、脳、肺、腸、心臓、すい臓、腎臓、及び肝臓等の臓器
、頭部、胸部、脚部、並びに腕部等の任意の部位を含む。
【０１７８】
　また、医用画像は、被検者の断層画像であってもよいし、正面画像であってもよい。正
面画像は、例えば、眼底正面画像や、前眼部の正面画像、蛍光撮影された眼底画像、ＯＣ
Ｔで取得したデータ（３次元のＯＣＴデータ）について撮影対象の深度方向における少な
くとも一部の範囲のデータを用いて生成したＥｎ－Ｆａｃｅ画像を含む。なお、Ｅｎ－Ｆ
ａｃｅ画像は、３次元のＯＣＴＡデータ（３次元のモーションコントラストデータ）につ
いて撮影対象の深度方向における少なくとも一部の範囲のデータを用いて生成したＯＣＴ
ＡのＥｎ－Ｆａｃｅ画像（モーションコントラスト正面画像）であっても良い。また、３
次元のＯＣＴデータや３次元のモーションコントラストデータは、３次元の医用画像デー
タの一例である。
【０１７９】
　また、撮影装置とは、診断に用いられる画像を撮影するための装置である。撮影装置は
、例えば、被検者の所定部位に光、Ｘ線等の放射線、電磁波、又は超音波等を照射するこ
とにより所定部位の画像を得る装置や、被写体から放出される放射線を検出することによ
り所定部位の画像を得る装置を含む。より具体的には、以下の実施形態に係る撮影装置は
、少なくとも、Ｘ線撮影装置、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、ＰＥＴ装置、ＳＰＥＣＴ装置、Ｓ
ＬＯ装置、ＯＣＴ装置、ＯＣＴＡ装置、眼底カメラ、及び内視鏡等を含む。
【０１８０】
　なお、ＯＣＴ装置としては、タイムドメインＯＣＴ（ＴＤ－ＯＣＴ）装置やフーリエド
メインＯＣＴ（ＦＤ－ＯＣＴ）装置を含んでよい。また、フーリエドメインＯＣＴ装置は
スペクトラルドメインＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）装置や波長掃引型ＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ）
装置を含んでよい。また、ＳＬＯ装置やＯＣＴ装置として、波面補償光学系を用いた波面
補償ＳＬＯ（ＡＯ－ＳＬＯ）装置や波面補償ＯＣＴ（ＡＯ－ＯＣＴ）装置等を含んでよい
。
【０１８１】
　［第４の実施形態］
　本実施形態に係る画像処理装置は、広画角な断層画像もしくはモーションコントラスト
画像の遅軸方向に生じた輝度段差アーチファクトをロバストに抑制するために、異なる深
度範囲で算出した輝度統計値を、該輝度統計値の面内方向の分布に関する局所代表値で正
規化した値に基づき血管候補領域の分布情報を生成する。すなわち、本実施形態に係る画
像処理装置は、３次元断層画像における複数の深度範囲に対応する複数の分布情報を比較
して得た分布情報と、複数の分布情報を比較して得た分布情報を局所代表値で正規化して
（例えば、平滑化処理を行って）得た分布情報とを比較することにより、所定の領域（血
管候補領域）に関する分布情報を生成することができる。なお、最終的に分布情報が生成
されていればよく、生成の途中においては分布情報として例えば画像（マップ）を生成す
る必要はない。次に、高次元平滑化断層画像もしくはモーションコントラスト画像の輝度
値に対して、該血管候補領域に対して重み付けした低次元（速軸方向のみ）平滑化断層画
像もしくはモーションコントラスト画像の輝度値を除算することにより、輝度補正係数値
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分布を生成する。さらに、断層画像もしくはモーションコントラスト画像の各画素に対し
て輝度補正係数値を乗算することで、広画角な断層画像もしくはモーションコントラスト
画像の遅軸方向に生じた輝度段差アーチファクトをロバストに抑制する場合について説明
する。
【０１８２】
　ここで、本実施形態で補正対象とする輝度段差のうち広画角モーションコントラスト画
像の遅軸方向に生じた輝度段差の例について説明する。同一位置で複数回走査した断層画
像間の位置ずれが生じている場合には、実際には赤血球の変位が生じてない領域に対して
も高いモーションコントラスト値が算出されてしまうため、帯状の高輝度な段差（白線）
が生じる。本実施形態のように広画角なモーションコントラスト画像を取得する場合は、
撮影時間が経過するに従って固視が不良になりやすいため、同一のモーションコントラス
ト画像上に輝度段差（白線）が多数生じることがある（図１７（ａ）及び図１８（ａ））
。また、固視不良によって断層画像間の位置ずれだけでなく被検眼の瞬目や睫毛位置低下
も生じるため、広画角モーションコントラスト画像においては高輝度な段差（白線）だけ
でなく低輝度な段差（黒帯）も多数含まれる場合がある。
【０１８３】
　一方、広画角モーションコントラスト画像に対して第１実施形態のＳ３０３で説明した
手順で血管候補領域の分布に関する情報を生成して第２実施形態のＳ１００４～Ｓ１００
６で説明した手順で輝度段差補正済のモーションコントラスト画像を生成する場合、輝度
減衰率が神経線維層厚の影響を受けやすくなるという課題がある。断層画像やモーション
コントラスト画像の画角が小さい場合には部位ごとの神経線維層厚の相違が小さく、輝度
減衰率に与える影響は小さい。しかし、断層画像やモーションコントラスト画像が広画角
である場合には部位ごとの神経線維層厚の相違が大きく、輝度減衰率に与える影響が無視
できなくなる。例えば図１８（ｂ）に示すように、血管の有無に関わらず（神経線維層厚
の大きい）視神経乳頭部近傍（白色矢印部）では輝度減衰率が大きくなりやすく、（神経
線維層厚の小さい）周辺部（灰色矢印部）では輝度減衰率が小さくなりやすい。従ってこ
のような血管候補領域の分布に関する情報に基づいて輝度段差補正を行うと、視神経乳頭
部付近で高輝度な輝度段差（白線）が残存（図１８（ｆ）の白矢印部）する場合がある。
また、周辺部では速軸方向に走行する血管領域のモーションコントラスト値が過抑制され
たりする（図１８（ｆ）の灰色矢印部）場合が生じ得る。
【０１８４】
　そこで、本実施形態ではＳ５０１からＳ５０５の手順で各Ａスキャン位置における輝度
減衰率（相違度を示す値であれば何でもよいが、本実施形態では差分値とする）を算出し
た後、各Ａスキャン位置を中心とした面内方向の近傍領域における輝度減衰率の代表値（
例えば平均値や中央値）を算出する。本実施形態では各Ａスキャン位置において該代表値
を用いて正規化することにより、輝度減衰率が神経線維層厚の影響を受けることを防止す
る。
【０１８５】
　本実施形態に係る画像処理装置１０１を備える画像処理システム１０の構成及び本実施
形態での画像処理フローは第２実施形態の場合と同様であるので省略する。なお図１０に
おいてＳ１００３、Ｓ１００５以外は第２実施形態の場合と同様であるので説明は省略す
る。
【０１８６】
　＜ステップ１００３＞
　血管取得部１０１－４２１は、異なる所定の深度範囲間の輝度統計値を比較した結果に
基づいて血管候補領域の分布に関する情報を生成する。本実施形態では「血管が存在する
可能性の高い深度範囲（網膜表層）」と「影による輝度低下が最も顕著に現れる深度範囲
（網膜外層）」における輝度の相違度（差もしくは比率）に基づいて血管候補領域を特定
する。
【０１８７】
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　輝度減衰率が神経線維層厚の影響を受けるのを避けるため、本実施形態ではＳ５０１か
らＳ５０５の手順で各Ａスキャン位置における輝度減衰率を算出した後、各Ａスキャン位
置を中心とした面内方向の近傍領域における輝度減衰率の代表値（局所平均値）を算出す
る。各Ａスキャン位置で算出した輝度減衰率を該局所平均値で除算して正規化することに
より、広画角断層画像に対してもロバストに血管候補領域の分布に関する情報を生成でき
る。なお、本発明における輝度減衰率の正規化は輝度減衰率の局所代表値に基づく方法に
限定されるものではなく、例えば各Ａスキャン位置で算出した輝度減衰率を神経線維層厚
もしくは神経線維層厚の局所代表値（局所平均値等）で除算して正規化してもよい。すな
わち、本実施形態に係る画像処理装置は、３次元断層画像における複数の深度範囲に対応
する複数の分布情報を比較して得た分布情報と、被検眼の所定の層の層厚に関する分布情
報とを比較することにより、所定の領域（血管候補領域）に関する分布情報を生成しても
よい。
【０１８８】
　さらに、図５（ａ）に示すフローチャートを参照しながら、Ｓ１００３で実行される処
理の詳細について説明する。なお、Ｓ５０１からＳ５０４までは第１実施形態及び第２実
施形態の場合と同様であるので省略する。
【０１８９】
　＜ステップ５０５＞
　情報生成手段の一例である血管取得部１０１－４２１は、異なる深度範囲の輝度統計値
を比較するために、Ｓ５０４で算出した２種類の正面断層画像（図１６（ａ）及び図１６
（ｂ））の輝度値に基づいて輝度減衰率Ａｒの分布を算出する。異なる深度範囲における
輝度統計値の比較に関する指標として、本実施形態では、（網膜表層正面断層画像の輝度
）―（網膜外層正面断層画像の輝度）を各画素（ｘ，ｙ）で算出し、輝度減衰率Ａｒ（ｘ
，ｙ）のマップ（図１６（ｃ））を生成する。
【０１９０】
　＜ステップ５０６＞
　血管取得部１０１－４２１は、Ｓ５０５で生成した輝度減衰率マップＡｒ（ｘ，ｙ）を
正規化することにより、血管領域らしさを表わす血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）を生成
する。
【０１９１】
　本実施形態では、Ｓ５０５で算出した輝度減衰率マップＡｒ（ｘ，ｙ）の各画素位置（
ｘ，ｙ）において所定サイズの近傍領域で該輝度減衰率に関する代表値を算出する。本実
施形態では、代表値として局所平均を算出する。算出した局所平均値分布の例を図１６（
ｄ）に示す。代表値はこれに限らず、任意の公知の代表値（例えば中央値）を算出してよ
い。次に、各画素位置（ｘ，ｙ）において輝度減衰率Ａｒ（ｘ，ｙ）の値に対して該代表
値を用いた正規化処理を行う。本実施形態では、正規化処理として減算処理を行う。本発
明はこれに限定されず、例えば輝度減衰率として（網膜表層輝度代表値÷網膜外層輝度代
表値）を算出する場合には本ステップでの該代表値を用いた正規化処理として除算処理を
行ってもよい。また前述したように、本発明における輝度減衰率の正規化は輝度減衰率の
局所代表値に基づく方法に限定されるものではなく、例えば各Ａスキャン位置で算出した
輝度減衰率を神経線維層厚もしくは神経線維層厚の局所代表値（局所平均値等）で除算し
て正規化してもよい。
【０１９２】
　さらに、該正規化した輝度減衰率マップＡｒ（ｘ，ｙ）に対して所定の値ＷＬとＷＷを
用いて正規化することで、血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）を
　Ｖ（ｘ，ｙ）＝（Ａｒ（ｘ，ｙ）－ＷＬ）／ＷＷ
として算出し、０≦Ｖ（ｘ，ｙ）≦１を満たすようにする。図１６（ｅ）に血管候補領域
マップＶ（ｘ，ｙ）の例を示す。血管候補領域が部位によらず安定して描出されているこ
とがわかる。なお、正規化処理は上記に限らず任意の公知の正規化法を用いてよい。
【０１９３】
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　＜ステップ１００５＞
　重み付け部１０１－４４２は、Ｓ１００３で血管取得部１０１－４２１が生成した血管
候補領域の分布に関する情報（図１７（ｄ））を用いて広画角モーションコントラスト画
像（図１７（ａ））の血管候補領域における輝度値を重み付けした重み付きモーションコ
ントラスト画像（図１７（ｅ））を生成する。次に、高次元変換部１０１－４４１１が高
次元平滑化モーションコントラスト画像（図１７（ｃ））を生成し、低次元変換部１０１
－４４１２が該重み付きモーションコントラスト画像に対して速軸方向に平滑化処理を行
った低次元平滑化モーションコントラスト画像（図１７（ｆ））を生成する。さらに演算
部１０１－４４３が該高次元平滑化モーションコントラスト画像と該低次元平滑化モーシ
ョンコントラスト画像との演算処理によりモーションコントラスト画像用の輝度補正係数
マップ（図１７（ｇ））を生成する。
【０１９４】
　さらに、図５（ｂ）に示すフローチャートを参照しながら、Ｓ１００５で実行される処
理の詳細について説明する。なお、Ｓ５１４以外は第２実施形態の場合と同様であるので
省略する。
【０１９５】
　＜ステップ５１４＞
　重み付け部１０１－４４２は、血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）の値を用いてモーショ
ンコントラスト画像の該血管候補領域における輝度値を重み付けする。なお、この重み付
けは、第２の概略値分布の一例である低次元概略値分布を取得する際に、３次元モーショ
ンコントラスト画像を取得する際に使用される測定光の速軸方向に沿って存在する血管も
しくは出血領域である所定の組織と、それ以外の領域とに対して実行される異なる算出処
理の一例である。また、この重み付けは、本発明において必須ではない。
【０１９６】
　本実施形態では、血管候補領域マップＶ（ｘ，ｙ）の値（血管らしさ）が高い領域ほど
、Ｓ５１１で取得した正面モーションコントラスト画像における該高い領域に対応する領
域の輝度値が、Ｓ５１２で算出した高次元概略値Ｍ＿２ｄｓ（ｘ，ｙ）に近づくように、
また、該Ｖ（ｘ，ｙ）の値が低い領域ほど、Ｓ５１１で取得した正面モーションコントラ
スト画像の輝度値Ｍ（ｘ，ｙ）をできるだけ維持するように、正面モーションコントラス
ト画像を重み付けした重み付き正面モーションコントラスト画像Ｍ＿ｗ（ｘ，ｙ）を生成
する。具体的には、以下として算出すれば良い。
　Ｍ＿ｗ（ｘ，ｙ）＝（１．０－Ｖ（ｘ，ｙ））＊Ｍ（ｘ，ｙ）＋Ｖ（ｘ，ｙ）＊Ｍ＿２
ｄｓ（ｘ，ｙ）
【０１９７】
　図１７（ｅ）に重み付き正面モーションコントラスト画像Ｍ＿ｗ（ｘ，ｙ）の例を示す
。
【０１９８】
　ここで示した血管候補領域の輝度値に対する重み付け法はあくまで例であり、速軸方向
に走行する血管候補領域の輝度値を減少させる処理もしくは該血管候補領域近傍の輝度値
に近づける処理であれば任意の重み付けを行ってもよい。
【０１９９】
　なお広画角断層画像に生じる輝度段差は広画角モーションコントラスト画像に生じる輝
度段差よりも輝度段差の深さ（高さ）のばらつきが大きいため、広画角断層画像に生じる
輝度段差を抑制する場合には（広画角モーションコントラスト画像に生じる輝度段差を抑
制する場合よりも）Ｍ＿２ｄｓに対する重みを小さく（Ｍ（ｘ，ｙ）に対する重みを大き
く）することが望ましい。あるいは広画角断層画像用の血管候補領域マップＶｔ（ｘ，ｙ
）と広画角モーションコントラスト画像用の血管候補領域マップＶｍ（ｘ，ｙ）とを別々
に生成しておき、Ｖｔ（ｘ，ｙ）＜Ｖｍ（ｘ，ｙ）となるようにしてもよい。
【０２００】
　次に、図１８（ａ）～図１８（ｇ）を用いて輝度減衰率の正規化処理を適用した血管候
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補領域マップにより算出した血管候補領域に対する輝度重み付けの効果（広画角画像にお
いて、神経線維層厚の影響を受けずに輝度段差アーチファクトのみを選択的に抑制しやす
くする）について説明する。図１８（ａ）は多数の帯状の輝度段差（白線）と、速軸方向
に走行する血管領域の双方を含むモーションコントラスト画像の例である。神経線維層厚
が大きい領域（視神経乳頭近傍）においても小さい領域（広画角画像の周辺部）において
も、安定して輝度段差のみ選択的に抑制する必要がある。
【０２０１】
　輝度減衰率の局所平均値による正規化処理を実施せずに生成した血管候補領域マップに
基づいてＳ１００３の血管候補領域マップ生成処理、Ｓ５１４の血管領域に対する重み付
き画像生成処理、Ｓ１００６の輝度段差補正処理を各々実行した場合の処理結果の例を図
１８（ｂ）、同図（ｄ）、同図（ｆ）に示す。図１８（ｂ）の神経層厚の大きい領域（視
神経乳頭部近傍（白矢印））においては非血管領域でも輝度減衰率が高く算出される一方
で、神経線維層厚の小さい領域（血管候補領域マップ周辺部（灰色矢印））においては血
管領域であるにも関わらず輝度減衰率が過少に算出されている。そのため、図１８（ｄ）
の視神経乳頭部近傍（白矢印）では血管・非血管領域間の相違が小さくなりやすく、画像
周辺部（灰色矢印）では血管領域が高輝度なまま残っている。結果的に、図１８（ｆ）の
視神経乳頭部近傍（白矢印）では輝度段差の抑制が不十分となり、画像周辺部（灰色矢印
）では血管領域の過抑制が生じている。
【０２０２】
　一方、輝度減衰率の局所平均値による正規化処理を実施してからＳ１００３の血管候補
領域マップ生成処理、Ｓ５１４の血管領域に対する重み付き画像生成処理、Ｓ１００６の
輝度段差補正処理を各々実行した場合の処理結果を図１８（ｃ）、同図（ｅ）、同図（ｇ
）に示す。図１８（ｃ）において、神経線維層厚が大きい領域（視神経乳頭部近傍）にお
いても小さい領域（画像周辺部）においても、安定して血管領域が描出されている。その
ため、図１８（ｅ）でも血管領域に対して適切な重み付けがなされ、Ｓ１００６の輝度段
差補正処理においても視神経乳頭部付近の輝度段差抑制不足や画像周辺部の血管領域の輝
度値に対する過抑制は見られない（図１８（ｇ））。
【０２０３】
　なお、本実施形態においては広画角正面モーションコントラスト画像上に生じた帯状の
輝度段差を抑制する（輝度段差補正済の正広画角面モーションコントラスト画像を生成す
る）方法について説明したが、本発明はこれに限定されない。以下の手順で広画角３次元
モーションコントラスト画像上に生じた帯状の輝度段差を抑制し、輝度段差補正済の広画
角３次元モーションコントラスト画像を生成してもよい。
【０２０４】
　すなわち、多数の異なる投影深度範囲で正面モーションコントラスト画像を生成してお
き、各正面モーションコントラスト画像に対して輝度段差補正係数マップを生成しておく
。次に３次元モーションコントラスト画像上の各画素の輝度値に対して、該各画素が属す
る投影深度範囲に対応する輝度段差補正係数マップの値（補正係数値）を演算することに
よって輝度段差補正済の３次元モーションコントラスト画像を生成できる。異なる投影深
度範囲として、例えば網膜表層・網膜深層・網膜外層・脈絡膜の４種類が挙げられる。あ
るいは、網膜及び脈絡膜に属する各層の種類を指定してもよい。
【０２０５】
　また、輝度段差を補正するタイミングは、予め上述の手順で輝度段差補正済の広画角３
次元断層画像もしくはモーションコントラスト画像を生成しておき、操作者から正面断層
画像もしくはモーションコントラスト画像の生成指示があった時点でその正面画像を生成
・表示してよい。輝度段差補正済の広画角３次元断層画像もしくはモーションコントラス
ト画像の生成タイミングの例として、例えば断層画像の撮影直後、再構成時、保存時が挙
げられる。あるいは、操作者から広画角正面断層画像もしくはモーションコントラスト画
像の生成指示があった時点で（該指示で指定された投影深度範囲に対して）輝度段差補正
を実施し、輝度段差補正済の広画角正面断層画像もしくはモーションコントラスト画像を
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【０２０６】
　なお、本実施形態では広画角画像の例として広画角モーションコントラスト画像に対す
る輝度段差抑制処理について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すな
わち、本実施形態のＳ１００３で説明した手順で生成した血管候補領域マップを用いて、
第１実施形態のＳ３０４からＳ３０５で説明した画像処理を実施することにより、広画角
断層画像に生じた輝度段差を（神経線維層厚が高い部位においても神経線維層厚が低い部
位においても）ロバストに抑制することも本発明に含まれる。
【０２０７】
　以上述べた構成によれば、広画角な断層画像もしくはモーションコントラスト画像の遅
軸方向に生じた輝度段差アーチファクトをロバストに抑制するために、異なる深度範囲で
算出した輝度統計値を、該輝度統計値の面内方向の分布に関する局所代表値で正規化した
値に基づき血管候補の分布情報を生成する。次に、高次元平滑化断層画像もしくはモーシ
ョンコントラスト画像の輝度値に対して、該血管候補領域に対して重み付けした低次元（
速軸方向のみ）平滑化断層画像もしくはモーションコントラスト画像の輝度値を除算する
ことにより、輝度補正係数値分布を生成する。さらに、断層画像もしくはモーションコン
トラスト画像の各画素に対して輝度補正係数値を乗算することで、広画角な断層画像もし
くはモーションコントラスト画像の遅軸方向に生じた輝度段差アーチファクトをロバスト
に抑制する。
【０２０８】
　これにより、被検眼の広画角な断層画像もしくはモーションコントラスト画像の遅軸方
向に生じた輝度段差をロバストに抑制できる。
【０２０９】
　［その他の実施形態］
　上記の各実施形態では、本発明を画像処理装置１０１として実現したが、本発明の実施
形態は画像処理装置１０１のみに限定されるものではない。例えば、本発明はシステム、
装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等としての実施態様をとることができる。また
、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した様々な実
施形態及び変形例の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各
種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュー
タ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
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